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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

1 募集要項 4 第２ 3       

追加予定の

資料につい

て 

本事業では小松市立博物館から他館

への大規模な資料移管や、収蔵庫で

の複数館の資料保管が想定されま

す。既存施設の再編に伴い、「所蔵品

データベース」の再編はどのように

想定していますか。収録館・資料の

追加、統合管理についても方針をご

教示ください（例：現在収録対象外

の埋蔵文化財センター・尾小屋鉱山

資料館等の追加、図書館所蔵の貴重

書・映像音声記録媒体、ほか松居直・

森山啓など特別コレクション） 

市内にあるコレクションは、博物館

機能の一部として、将来的には、デ

ータベース上で一元的に管理し、利

用者サービスの強化を図っていきた

いと考えています。一方、その処理

には、一定の時間や費用を要するこ

とから、市民ニーズや利用頻度など

を踏まえ、優先順位付けすることな

ども必要と考えています。 

 

市が所有するコレクションに対する

SPCからの要望には、柔軟に検討及び

対応していきたいと考えています。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

2 募集要項 4 第２ 3    

各施設での

利用計画に

ついて 

公開されているデータベースから、

現状 4 館での共同利用・運営となっ

ていると推察していますが、認識に

相違ないでしょうか。その場合、顕

在的に課題になっていることがあれ

ばご教示ください。それらの課題の

うち、本計画に伴いどのような運用

の見直しを計画されているかご教示

ください。 

ご理解のとおり、当市の美術館・博

物館ポータルサイトである「KOMATSU 

CITY MUSEUMS」では、 

・旧小松市立博物館 

・錦窯展示館 

・宮本三郎美術館 

・本陣記念美術館 

以上の４館について、収蔵品等を公

開しています。 

 

非来館型サービスの強化・情報発信

によるプロモーションの一環として

整備したものですが、コンテンツの

拡大には、膨大な数の資料について、

デジタルコンテンツとしての品質を

保った形での撮影や資料整理が必要

であり、日常業務と並行した形での

デジタルコンテンツ化作業が進んで

いない点や、分野によってはごく一

部しか資料公開ができていない点な

どが課題として挙げられます。 

 

今後の運用については、利用者のニ

ーズに応じた公開作品や公開館の拡

大に加え、様々な作品の特徴（大型・

立体など）に応じ、3D撮影や動画配

信など、利用者にとって、より作品

の魅力や価値が伝わりやすい方策な

どを市の費用負担にて市が実施する

ことを検討しています。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

3 募集要項 10 第 2 5 (4)   事業期間 

建設工事の完了を４月３０日以降で

早めた場合や開館準備期間を早めた

場合は加点になりますか。 

いずれの場合も加点の対象になりま

せん。審査基準をご参照ください。 

4 募集要項 10 第 2 5 (4)   事業期間 

建設工事の完了を早めた場合も供用

開始は令和１２年１０月１日となる

のでしょうか。その場合は、開館準

備費用が増えるという認識でしょう

か。 

建設工事の完了を早めた場合も、供

用開始は令和 12 年 10 月１日とする

ことを想定しています。 

 

他方で、開館準備期間は、建設工事

の完了日にかかわらず、基本的に令

和９年４月１日～令和 12 年９月 30

日までを予定しています。 

 

以上を踏まえて、適切な工期と開館

準備業務に係る費用（サービス対価

Ｂ）をご提案ください。 

5 募集要項 11 第 2 5 (6) 2) ① 

カフェの設

置・運営業

務 

カフェの設置・運営業務は「SPCが自

己の責任と費用において、複合施設

内にカフェを常設設置し、飲食物等

を提供することを必須とする。」とあ

りますが、カフェの設置・運営業務

は独立採算であり、また建物の使用

料としてカフェの売上金額の 100 分

の 3 以上の額を貴市に支払う必要が

あるため、業務を効率化するために、

SPC を介さずに本事業契約とは別契

約で代表企業、構成企業又は協力企

業と貴市が契約を締結する体制とし

ていただけないでしょうか。 

カフェの設置・運営業務について、

SPC を介さずに市と契約する体制は

認めておりません。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

6 募集要項 14 第 3 3 (1)  ⑤ 

什器・備品

の調達設置

業務 

什器・備品の調達・設置業務を建設

業務に含めない場合においても、当

該業務に係る対価の位置づけはサー

ビス対価 A-2 建設業務に係る費用か

ら変更ないものと考えてよろしいで

しょうか。 

ご理解のとおりです。 

7 募集要項 14 第 3 3 (1)  ⑤ 

什器・備品

の調達・設

置業務 

当該業務を「建設業務」に含めて実

施する場合、提案書において什器・

備品の調達・設置を行う役割を持つ

企業を明記する必要はなく、当該企

業に関する個別の提出書類も不要と

いう認識でよいでしょうか。 

また、建設業務に含めず SPC と直接

契約する場合のみ、構成企業または

協力企業としての提案書へ明記が必

要という認識でよろしいでしょう

か。 

前段について、ご理解のとおりです。 

 

後段について、基本的にご理解のと

おりですが、什器・備品の調達・設置

業務を実施する企業が、SPCと直接契

約して当該業務を実施する場合は、

代表企業に位置付けることも可能で

す。 

8 募集要項 14 第３ 3 (1)  ⑤ 

応募者の構

成に関する

定義 

通常、協力企業は応募グループの一

員であると理解しています。 

従って、「什器・備品の調達・設置業

務を実施する企業を応募グループに

含める必要はないが、代表企業、構

成企業又は協力企業のいずれかに位

置付ける」との規定は、「什器・備品

の調達・設置業務を実施する企業は

SPC から直接契約して当該業務を実

施することを認める」ことのみを規

定すれば良いのではないかと思いま

すが、改めてこの規定の趣旨をご説

明ください。 

提案の柔軟性を確保するため、以下

の２つの場合を認めています。 

 

・什器・備品の調達・設置業務を建設

業務に含めて、建設業務を実施する

企業（建設企業）が什器・備品の調

達・設置業務を実施する（建設企業

が必要に応じてその他の企業に発注

し、当該その他企業を応募グループ

に含めない）場合 

・建設企業ではない企業が SPC と直

接契約して什器・備品の調達・設置

業務を実施する場合 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

9 募集要項 14 第 3 3 (1)  ⑥ 
システム構

築業務 

当該業務を「建設業務」に含めて実

施する場合、提案書において什器・

備品の調達・設置を行う役割を持つ

企業を明記する必要はなく、当該企

業に関する個別の提出書類も不要と

いう認識でよいでしょうか。 

また、建設業務に含めず SPC と直接

契約する場合のみ、構成企業または

協力企業としての提案書へ明記が必

要という認識でよろしいでしょう

か。 

前段について、ご理解のとおりです。 

 

後段について、基本的にご理解のと

おりですが、什器・備品の調達・設置

業務を実施する企業が、SPCと直接契

約して当該業務を実施する場合は、

代表企業に位置付けることも可能で

す。 

 

なお、ご質問の「什器・備品の調達・

設置」は誤記で、「システムの構築」

が正と推察しますが、システムの構

築業務を実施する企業についても、

回答内容は同じです。 

10 募集要項 14 第３ 3 (1)  ⑥ 

応募者の構

成に関する

定義 

通常、協力企業は応募グループの一

員であると理解しています。 

従って、「システムの構築業務を実施

する企業を応募グループに含める必

要はないが、代表企業、構成企業又

は協力企業のいずれかに位置付け

る」との規定は、「システムの構築業

務を実施する企業は SPC から直接契

約して当該業務を実施することを認

める」ことのみを規定すれば良いの

ではないかと思いますが、改めてこ

の規定の趣旨をご説明ください。 

提案の柔軟性を確保するため、以下

の２つの場合を認めています。 

 

・システムの構築業務を建設業務に

含めて、建設業務を実施する企業（建

設企業）がシステムの構築業務を実

施する（建設企業が必要に応じてそ

の他の企業に発注し、当該その他企

業を応募グループに含めない）場合 

・建設企業ではない企業が SPC と直

接契約してシステムの構築業務を実

施する場合 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

11 募集要項 15 第 3 3 (2)  ② 
応募に際し

ての留意点 

小松市様の要求水準に適う機能を満

たすと思われる特定のシステムの取

り扱いに対し、その取扱い事業者が、

他応募グループの代表・構成・協力

企業となっている場合、その公平性

の担保はどのようにお考えでしょう

か？ 

システムの構築業務に関連して、技

術要件や製品供給などの条件は、限

定的なものではなく、公平性が損な

われることはないものと認識してい

ます。 

また、事業者間の関係性ではなく、

提案された機能・性能・コスト等に

基づいて客観的に評価されるべきも

のと考えております。 

12 募集要項 15 第 3 3 (1)  ⑥ 
システムの

構築業務 

システムの構築業務を建設業務に含

めない場合においても、当該業務に

係る対価の位置づけはサービス対価

A-2 建設業務に係る費用から変更な

いものと考えてよろしいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。 

13 募集要項 25 第 3 5 (5)   
提案書の受

付 

提案書の受付時間の締切は何時でし

ょうか。様式集及び記載要領に見当

たらなかったので、提出方法等につ

いてご教示ください。 

６月８日（月）17時 00分です。募集

要項を修正しました。 

14 募集要項 25 第３ 5 (5)   
提案書の受

付 

提案書締切時間、提出方法、提出場

所をお示しください。 

募集要項を修正しました。 

15 募集要項 25 第 3 5 (6)   

提案書に関

するヒアリ

ング 

プレゼンテーションは二部制で前半

は公開とありますが、傍聴者からの

質問はないということでよろしいで

しょうか。 

傍聴者からの質問はありません。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

16 募集要項 25 第 3 5 (6)   

提案書に関

するヒアリ

ング 

現時点で、プレゼンテーションの会

場、傍聴者数、発表時間などの想定

がありましたらご教示ください。 

プレゼンテーションの会場は、團十

郎芸術劇場うららを予定していま

す。二部制とした上で、前半部を公

開、後半部を非公開とします。前半

部は、大ホール（最大収容人数 851

席）を想定しています。 

 

その他、発表時間などの詳細につい

ては、提案書の提出者のうち代表企

業に対して別途通知します。 

17 募集要項 27 第３ 6 (1)   

審査、選定

及び契約に

関する事項 

提案書に記載された運営方針、サー

ビス内容、体制、DX施策等について

は、事業契約締結後の運営における

前提として扱われ、これらを変更す

る場合には、市との協議および合意

が必要となるとの理解でよいでしょ

うか。 

ご理解のとおりです。事業契約書

（案）に記載のとおり、提案書類に

記載された提案内容が要求水準書に

示された水準を上回る場合は、当該

提案内容による水準を要求水準とし

て適用します。事業契約書（案）第４

条（規定の適用関係）及び第 30条（要

求水準の変更）も併せてご確認くだ

さい。 

18 募集要項 28 第 3 6 (5)   上限価格 

施設運営等業務及び令和 12～27 年

度までの SPC の運営管理業務に係る

提 案 価 格 の 上 限 で あ る

6,915,000,000 円の中に光熱水費の

総額 408,000,000 円を含むという理

解でしょうか。そうすると実質

6,507,000,000 円が施設運営等業務

及び SPC の運営管理業務に係る上限

価格となるということでしょうか。 

実質的には、ご理解のとおりです。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

19 募集要項 28 第 3 6 (5)   上限価格 

施設整備業務の留意事項について、

机・椅子・ソファ（執務室は対象外）

の購入に関して、1.5億円を超過した

場合の SPC 負担分も含めないことと

ありますが、備品購入金額のすべて

は提案価格に含まないという理解で

よろしいでしょうか。 

什器・備品の調達・設置については、

原則 SPC が担う業務としており、提

案価格に含めてください。利用者の

便に供することのないその他の什

器・備品のみを SPC の負担とするの

ではく、利用者の便に供する机・椅

子・ソファ（執務室は対象外）も含め

て原則 SPC が担う業務としておりま

す。 

 

ただし、利用者の便に供する机・椅

子・ソファ（執務室は対象外）の一部

は市が約 1.5 億円（税込）の範囲内

で調達し設置する予定です。市が負

担する約 1.5 億円を超過した場合

は、個数の調整や代替品の可能性等

について SPC と市が協議し、約 1.5

億円以内に収めることを原則としま

す。 

 

上記の協議による調整を行っても超

過し、かつ「利用者の便に供する什

器・備品」が必要な場合は、超過する

分の什器・備品を SPC の費用負担に

て調達・設置してください。ただし、

この超過分を予め想定し、提案価格

に含める必要はありません。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

20 募集要項 28 第 3 6 (5)   上限価格 

ここでいう光熱水費には、開館準備

業務期間中に発生する光熱水費を含

むものと捉え、令和 12年度光熱費計

上額を他年度同様に年 27,200,000

円（税込）としてよろしいでしょう

か。 

募集要項 P28 における光熱水費は、

複合施設の引渡し後から発生する光

熱水費を意味します。令和 12年度中

の引渡し以降、令和 12 年９月 30 日

までの光熱水費は、サービス対価Ｃ

に含めるものとし、令和 12年度の光

熱 水 費 は 、 他 年 度 同 様 に 年

27,200,000円（税込）を計上してく

ださい。募集要項及び事業契約書

（案）を修正しました。 

 

なお、開館準備業務は、基本的に令

和９年４月１日から令和 12 年９月

30日までを予定しています。 

21 募集要項 28 第 3 6 (5)   上限価格 

上限価格の内訳が施設整備費と運営

管理費で分かれているが、より柔軟

に検討するため、事業者の提案によ

り振り分けて提案してもよろしいで

しょうか。 

認めておりません。 

22 募集要項 28 第 3 6 (5)   上限価格 

利用者の便に供する机・椅子・ソフ

ァ（執務室は対象外）を購入するた

めに市が負担する約 1.5億円（税込）

は、施設整備業務に係る上限価格に

含まない。とありますが、事業者の

提案内容がよければ、この約 1.5 億

円（税込）を別途、SPCに発注してい

ただけるということでしょうか。ま

たは、直接メーカーに市が発注する

のでしょうか。 

利用者の便に供する机・椅子・ソフ

ァ（執務室は対象外）については、

SPCの提案内容に基づき、市が別途、

入札によって調達することを想定し

ています。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

23 募集要項 28 第 3 6 (5)   上限価格 

上記に付随して、1.5億円を超えた場

合、超えた分はサービス対価から支

払うとありますが、この場合の発注

方法も SPC が調達するのでしょう

か？それとも市が直接メーカーに発

注し、その分のサービス対価は減少

するのでしょうか。 

利用者の便に供する什器・備品につ

いて、市が負担する約 1.5 億円を超

過した場合は、個数の調整や代替品

の可能性等について SPC と市が協議

し、約 1.5 億円以内に収めることを

原則とします。上記の協議による調

整を行っても超過し、かつ「利用者

の便に供する什器・備品」が必要な

場合は、超過する分の什器・備品を

SPCの費用負担にて調達・設置してく

ださい。 

なお、約 1.5 億円は、国の補助金を

活用し、市が積み立てている基金を

財源とする予定です。 

24 募集要項 28 第 3 6 (5)   上限価格 

施設整備業務及び令和９～11年度ま

でのＳＰＣの運営管理業務に係る提

案価格とありますが、この運営管理

業務とは、開業準備期間の業務及び

SPC の管理業務費が含まれるという

理解でよろしかったでしょうか。 

その場合、開業準備期間は令和 12年

9 月 30 日までと募集要項 10 頁に記

載があります。 

R12 年 4 月 1 日～9 月 30 日までの開

業準備費については、施設運営等業

務及び令和 12～２７年度までのＳＰ

Ｃの運営管理業務に係る提案価格に

含まれるのでしょうか。 

「施設整備業務及び令和９～11年度

までの SPC の運営管理業務」におけ

る「SPCの運営管理業務」には、複合

施設の開館準備業務は含みません。 

 

複合施設の開館準備業務は、施設運

営等業務に含まれるため、複合施設

の開館準備業務に係る提案価格は、

「施設運営等業務及び令和 12～27

年度までの SPC の運営管理業務に係

る提案価格」に含めてご提案くださ

い。 



募集要項等に関する質問（参加資格関連以外に関する事項）に対する回答 

11 

 

No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

25 募集要項 28 第 3 6 (5)   上限価格 

施設整備業務に係る上限価格の留意

事項において、「利用者の便に供する

～市が負担する約 1.5 億円(税込)

は、施設整備事業務に係る上限価格

に含まない。1.5億円を超過した場合

の SPC負担分も含めないこと。」とあ

りますが、要求水準書 42頁 6 什器・

備品に係る要求水準においては、「利

用者の便に供する～市が約 1.5 億円

(税込)の範囲内で調達する予定であ

る。～1.5億円を超過した場合は SPC

が超過分を負担すること。また、そ

の他の什器・備品は、SPCが提案・調

達すること。」とあります。 

利用者の便に供する什器・備品につ

いては 1.5 億円(税込)を超過する場

合も貴市が負担するため提案価格に

含める必要はなく、利用者の便に供

することのないその他の什器・備品

のみが SPC が負担するものとして提

案価格に含めるものと理解してよろ

しいでしょうか。 

什器・備品の調達・設置については、

原則 SPC が担う業務としており、提

案価格に含めてください。利用者の

便に供することのないその他の什

器・備品のみを SPC の負担とするの

ではく、利用者の便に供する机・椅

子・ソファ（執務室は対象外）も含め

て原則 SPC が担う業務としておりま

す。 

 

ただし、利用者の便に供する机・椅

子・ソファ（執務室は対象外）の一部

は市が約 1.5 億円（税込）の範囲内

で調達し設置する予定です。市が負

担する約 1.5 億円を超過した場合

は、個数の調整や代替品の可能性等

について SPC と市が協議し、約 1.5

億円以内に収めることを原則としま

す。 

 

上記の協議による調整を行っても超

過し、かつ「利用者の便に供する什

器・備品」が必要な場合は、超過する

分の什器・備品を SPC の費用負担に

て調達・設置してください。ただし、

この超過分を予め想定し、提案価格

に含める必要はありません。 

26 募集要項 28 第３ 6 (5)   上限価格 

市が負担する約 1.5億円（税込）は、

施設整備業務に係る上限価格に含ま

ないとの事ですが、該当什器・備品

を、様式 B-7-2 に記載するとの理解

でよろしいでしょうか。 

（様式第 B-７-２号）什器・備品リス

トのうち、「市が調達する什器・備品」

を示す表がありますので、その表に

記載ください。 



募集要項等に関する質問（参加資格関連以外に関する事項）に対する回答 

12 

 

No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

27 募集要項 29 第４  (3)   
事業契約の

締結 

議会否決時のリスク分担に関してお

示しください。 

議会承認に関して、事業契約の本契

約の締結に関する議会の議決が得ら

れなかった場合は、市は一切の責任

を負いません。事業契約書（案）を参

照ください。 

28 
要求水準

書 
4 第１ 2 (2) ３）  基本方針 

未来型図書館の基本方針全体につい

ての質問となりますが、要求水準書

に示された内容を前提としつつ、電

子図書館等のデジタルサービスの活

用、空間の居心地・滞在性の向上、な

らびにそれらを持続的・安定的に提

供するための運営体制や人材の在り

方については、各事業者の考え方や

創意工夫として整理・記載するとの

理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

29 
要求水準

書 
4 第１ 2 (2) 3）  基本方針 

「デジタル化と情報発信の強化」に

ついて、来館者向け情報発信におい

て、小松市が最低限必須と考える機

能・設備は何でしょうか。 

「デジタル化と情報発信の強化」に

係る最低限事項は、要求水準書にお

いて、デジタルサイネージ、放送設

備、ホームページ、SNS、Wi-Fi、外国

語対応等として示しているところで

す。 

一方、近年のデジタル技術の革新や

令和 12 年の開館を見据えた内容と

して、応募者の自由な発想に期待し

ています。 

30 
要求水準

書 
5 第 1 1 (3) 3)  事業期間 

※１におけるシステム構築の取扱に

関して、データ移行や動作確認等の

納期を供用開始日の前日までとして

いますが、事前の利用登録等をふま

えると、3 ヶ月程度の前倒しが妥当

ではないでしょうか。 

システムの構築業務に係るスケジュ

ールは、複合施設の供用開始に支障

がない範囲で、要求水準を最低限度

としたうえで、適切なスケジュール

をご提案ください。 



募集要項等に関する質問（参加資格関連以外に関する事項）に対する回答 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

31 
要求水準

書 
12 第 1 4 (4)   

各種基準・

指針等 

国土交通省 公共建築工事標準仕様

書（電気設備工事編）の記載がござ

いますが、ケーブル及び電線はエコ

マテリアル（環境配慮型）とする必

要はございますでしょうか。 

複合施設は、公共建築物であること

に鑑みて、国土交通省 公共建築工

事標準仕様書（電気設備工事編）令

和７年版において、EMという記載が

あるケーブル及び電線は、エコマテ

リアルとしてください。 

32 
要求水準

書 
14 第１ 5 (2)   実施体制 

総合プロデューサー及び開館準備業

務責任者について、当該責任者に求

める経験年数や実績条件について、

最低要件等、想定する定めは設定さ

れていますか。 

特に想定していません。 

33 
要求水準

書 
14 第１ 5 (2)   

責任者の配

置 

総合プロデューサー及び開館準備業

務責任者について、常駐／非常駐の

可否に関する明確な要件があればご

教示ください。 

常駐は不要です。要求水準に記載し

ている以外の要件は求めていません

が、望ましい体制をご提案ください。 

34 
要求水準

書 
14   (2)   

責任者の配

置 

博物館の館長と SPC 側の博物館運営

責任者の業務上の関係はどのような

ものになるのでしょうか？ 

博物館の館長は、博物館法に基づき

学術的使命を果たすための方向性や

運営方針を定める主体です。博物館

運営責任者の配置は要求水準ではあ

りせんが、SPCの責任者という意味で

は、館長が定めた方針に基づいた運

営の支援を担うことを想定していま

す。 

35 
要求水準

書 
15 第 1 5 (2)   

責任者の配

置 

※欄記載に基づき、当該業務の責任

者を配置する際、開館準備業務責任

者と兼務しない場合の責任者の所属

は、当該業務を実施する企業でよろ

しいでしょうか（代表企業・構成企

業・協力企業の所属でなくとも良

い）。 

問題ありません。ただし、什器・備品

の調達・設置業務又はシステムの構

築業務を実施する企業が SPC と直接

契約して当該業務を実施する場合

は、当該企業に所属する者を責任者

として配置してください。この場合、

当該企業は、代表企業、構成企業又

は協力企業に位置づける必要があり

ます。 



募集要項等に関する質問（参加資格関連以外に関する事項）に対する回答 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

36 
要求水準

書 
16 第１ 6 (1)   

加入すべき

保険 

「建物の建設工事中は、火災保険を

付保すること。」と記載がございます

が、事業契約書（案）別紙３に記載の

建設工事保険に加入すれば火災保険

の付保に替えられるという理解でよ

ろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

37 
要求水準

書 
16 第 1 6 (2)   

市が加入す

る保険 

「運営業務及び維持管理業務の範囲

内での指定管理者が負うべき賠償責

任については、市が加入している賠

償責任保険の対象となるため、当該

保険の賠償責任を超えることが想定

される業務がある場合は SPC が独自

に保険に加入すること」とあります。

市が加入される保険の賠償責任内で

あることが想定される場合は事業者

は保険に加入しないことも可とする

と読み取れます。しかしながら、事

業契約書 第 26 条及び別紙 3 にお

いては事業者が加入すべき保険とし

て維持管理・運営業務に係る保険が

示されています。事業者に加入を要

求される保険についてご教示くださ

い。 

前段について、事業契約書（案）別紙

３の条件は、最小限度の条件であり、

SPCの判断に基づき、更に保証範囲の

広い保険を付すことを妨げるもので

はありません。 

 

後段について、運営方法に応じて、

業務を行う上で想定される損害を填

補するために適切な保険を付保して

ください。 

38 
要求水準

書 
16 第 1 6 (2)   

市が加入す

る保険 

賠償責任を超えることが想定される

業務がある場合は、SPCが独自に保険

に加入することとありますが、運営

事業者などが保険に加入することで

も問題ないという理解でよろしいで

しょうか。 

ご理解のとおりです。ただし、事業

契約書（案）別紙３で求める条件を

充足してください。 



募集要項等に関する質問（参加資格関連以外に関する事項）に対する回答 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

39 
要求水準

書 
16 第１ 6 (2)   

市が加入す

る保険 

運営・維持管理期間中に市が加入す

る火災保険の補償内容をご教示いた

だけないでしょうか。 

建物総合損害共済（公益社団法人 全

国市有物件災害共済会）への加入を

想定しており、火災保険の内容は、

下記の通りです。 

 

 ・支払割合 100/100 

 ・免責金額 なし 

 ・1回の事故の支払限度額 なし 

 ・同一年度内の限度額の有無 な

し 

40 
要求水準

書 
16 第１ 6 (2)   

市が加入す

る保険 

市が加入する賠償責任保険および個

人情報漏えい契約には、指定管理者

（事業者）も被保険者に入っている

という理解でよろしいでしょうか？ 

現行の制度では、公の施設の管理を

地方自治法第 244 条の２第３項及び

第４項に基づき指定管理者に行わせ

た場合において、市に賠償責任が発

生する場合には、市の責任部分は本

保険の対象となります。 

 

また、指定管理者が負うべき賠償責

任についても、指定管理者そのもの

を被保険者とみなし、市の責任と同

様に本保険の対象となります。 

 

なお、施設内でその指定管理者が独

自の事業を運営する場合は、その運

営上もたらされる賠償責任は、その

指定管理者が負うものとし、この特

例は適用されません。 



募集要項等に関する質問（参加資格関連以外に関する事項）に対する回答 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

41 
要求水準

書 
17 第１ 6 (3)   

上記保険以

外の保険 

「SPCが当該保険を付保したときは、

その証券又はこれらに代わるもの

を、直ちに市に提示すること」と記

載がございますが、保険証券の発行

には保険契約締結後一定の期間を要

することから、保険会社発行の「付

保証明書」を保険契約締結後直ちに

ご提出し、保険証券は発行され次第

速やかに写しをご提出することでよ

ろしいでしょうか。 

差し支えありません。 

42 
要求水準

書 
17 第 1 6 (4)   その他 

博物館の運営に関して、「市は、博物

館の寄託品については、毎年度、動

産総合保険を付保している。」とあり

ますので、SPCでは収蔵品の保護に関

しての保険には入らなくてもよいと

いうことでよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

43 
要求水準

書 
17 第１ 7    

光熱水費の

契約主体 

本事業の実施に伴う光熱水費等は

SPCの負担とされていますが、電気・

ガス等の供給会社との契約主体は

SPCであり、事業者が直接契約を締結

し支払うという理解でよろしいでし

ょうか。 

ご理解のとおりです。 

44 
要求水準

書 
17 第１ 7    

ライフライ

ン供給会社

の選定につ

いて 

前項が直接契約である場合、契約先

（供給会社）の選定については、事

業者の判断により決定してよいか教

えてください。また、市が指定する

特定の事業者と契約する必要はあり

ますか。 

ライフラインの契約先（供給会社）

の選定について、事業者の判断によ

り決定して問題ありません。市が指

定する特定の事業者と契約する必要

はありません。 



募集要項等に関する質問（参加資格関連以外に関する事項）に対する回答 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

45 
要求水準

書 
17 第１ 8 - - - 

維持管理業

務 

事業期間終了時の引渡し条件につい

て、「経年劣化は許容」とされていま

すが、具体的な判定基準（例：官庁施

設の保全実態調査基準など）はあり

ますか。また、事業終了時に作成す

る「事業終了後 15年間の長期修繕計

画」に基づき、直ちに修繕が必要と

判断された項目の費用負担はどちら

になりますか。 

前段について、性能及び機能に関し

ては、要求水準で求める水準が維持

されている必要があります。点検対

象となる部位について、決められた

周期で点検資格者による点検が必要

となるため、保全の基準に基づき、

適切に保全されていることを想定し

ています。 

 

美観に関しては、外観において変状

がみられず利用者の快適な使用が妨

げられない状態を想定しています。 

 

後段については、要求水準書に掲げ

る「修繕の負担区分表」に従うもの

とします。 

46 
要求水準

書 
17 第 1 8    

事業期間終

了時の要求

水準 

事業期間終了時において、性能及び

機能を満足しない経年による劣化リ

スクは、どのように帰責されるでし

ょうか。 

SPCの費用負担により、性能及び機能

を維持及び回復してください。 

47 
要求水準

書 
20 第２ 1 (2)   

事業予定地

等の諸条件 

芦城公園としてのエントランスは、

既存を継承するものとするとありま

すが、既存の乗入口の移設、改修は

行わないものと考えればよろしいで

しょうか。 

芦城公園のエントランスは、既存を

継承するものとしていますが、複合

施設等の整備に伴い、SPCが既存の乗

入口の移設及び改修など接続道路の

形状変更を行う場合は、道路管理者

との協議及び道路法 24 条による申

請が必要となります。 



募集要項等に関する質問（参加資格関連以外に関する事項）に対する回答 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

48 
要求水準

書 
20 第 2 1 (2)   

事業予定地

等の諸条件 

事業予定地及び任意提案可能範囲①

が現解体工事完了時にどのような状

態になっているのかお示し下さい。 

（例：地盤高さ、整地の状況、樹木や

石垣・ブロック等工作物等の解体撤

去の有無） 

また、解体工事完了後新築工事着工

までに、土地の状態に影響するよう

な工事等が予定されていましたら内

容をご教示ください。 

事業予定地等にある既存３施設（公

会堂、博物館、教育研究センター）

は、今年度中に解体完了となってお

り、現状地盤面程度（歩道高及び公

園内園路高）まで、整地等を行うこ

ととしております。 

 

また、解体工事完了後、複合施設等

の建設の着工までに、樹木及び工作

物等の伐採及び撤去等を予定してお

ります。 

49 
要求水準

書 
20 第 2 1 (2)   

事業予定地

等の諸条件 

「なお、指定外の樹木の移植や伐採、

工作物等の移設及び存置後の管理に

ついては、市が実施する。指定する

樹木の移植も、その扱いについて SPC

と協議のうえ、市が実施する。」と記

載がございますが、事業予定地範囲

及び任意提案可能範囲①に関して、

指定する樹木の移植及び、現解体工

事の仮囲い内外にある指定外の樹木

や工作物等については、いつどのよ

うに撤去・伐採を行う予定でしょう

か。例えば新築工事着工前に樹木や

工作物等を撤去・伐採して頂くこと

は可能でしょうか。 

事業予定地範囲及び任意提案可能範

囲①における、指定する樹木の移植

等について SPC と協議のうえ市が実

施します。 

 

また、それ以外の樹木及び工作物等

については、複合施設等の建設の着

手前までに伐採又は撤去等を完了す

る予定としています。 



募集要項等に関する質問（参加資格関連以外に関する事項）に対する回答 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

50 
要求水準

書 
20 第 2 1 (2)   

事業予定地

等の諸条件 

「なお、指定外の樹木の移植や伐採、

工作物等の移設及び存置後の管理に

ついては、市が実施する。指定する

樹木の移植も、その扱いについて SPC

と協議のうえ、市が実施する。」と記

載がございますが、事業予定地範囲

及び任意提案可能範囲に関して、指

定外の樹木や工作物等の移設・撤去

は市の費用負担でよろしいでしょう

か。 

指定外の樹木や工作物等の移設・撤

去については、ご理解のとおりです。 

51 
要求水準

書 
20 第 2 1 (2)   

事業予定地

等の諸条件 

事業予定地範囲の文化財について

「三の丸大手橋の遺構（保護層以下

は掘削不可」とございますが保護層

のレベルをご教示ください。 

三の丸大手橋の埋蔵文化財について

は、原則として地下の文化財に対し

30cm以上の保護層を設ける必要があ

ります。 

平成 20年の試掘調査結果から、掘削

の目安は地表から概ね 35cm までと

なります。 

ただし、現況地盤面と試掘調査デー

タの数値に差異が生じる可能性があ

るため、遺構範囲を掘削する必要が

生じる場合には、事前に市との協議

が必要です。 

52 
要求水準

書 
21 第 2 1 (3) 3）  

インフラス

トラクチャ

ーの整備状

況 

事業予定地及び任意提案可能範囲①

のインフラに関して、新築工事着工

時にどのような状態になっているか

お示し頂けますでしょうか。 

インフラについては、既存施設の解

体に合わせ、所管するインフラ会社

が指示する位置において撤去してい

ます。 

整備については、参考資料４「敷地

周辺インフラ施設伏図」を参照し、

SPCは提案する内容に合わせ、各イン

フラ（ガスを含む）を所管する会社

等と協議してください。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

53 
要求水準

書 
22 第２ 2 (2)   

博物館側保

有図書資料

等の取扱い

について 

博物館側で保有している図書資料等

の新施設での取扱い方針について、

現時点での想定があればご教示くだ

さい。 

旧小松市立博物館で保有している図

書資料等は、学術雑誌等も含めて約

２万５千冊あり、複合施設へ移転す

る資料は、蔵書数 35万冊に含めた上

で、市と SPC の協議において決定し

ます。なお、それらを図書館の蔵書

として活用することも想定していま

す。 

 

要求水準書 別紙２を修正しました。 

54 
要求水準

書 
23 第２ 2 (3)   

施設計画の

コンセプト 

にぎわい創出や交流促進を目的とし

た空間の構成や運営上の工夫につい

て、要求水準書に示された内容を踏

まえた上で、提案者ごとの工夫とし

て提案書に反映することは差し支え

ないとの理解でよろしいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。 

55 
要求水準

書 
26 第２ 2 (4) ３） ① 基本事項 

非常用発電の設置は想定していない

との事ですが、別紙２において２４

時間稼働の恒温恒湿空調、温湿度管

理が求められている居室があります

が、停電時の対応はどのように想定

されておりますでしょうか。 

24時間稼働の恒温恒湿空調、温湿度

管理が求められている諸室は、急激

な温度変化等を最小限に留められる

よう、停電時に運用上扉を閉め、外

気の流入を防ぐこととします。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

56 
要求水準

書 
26 第２ 2 (5) ３) ① 防災性 

災害時の施設運営の中止・継続・再

開方針や避難計画に関する最低条件

はどのようなものを想定しています

か。 

市は、大規模な災害が発生した場合、

人的被害を最小限にとどめるため、

非常時優先業務の実施に全力を挙げ

ることとなります。そのため、非常

時優先業務以外の業務については、

積極的に縮小・休止する場合があり

ます。その後、非常時優先業務に影

響を与えない範囲で順次復旧を図る

ものとなりますが、その基準や条件

については、災害の種類に応じ、SPC

とも協議をしたうえで、決定してい

きます。 

なお、複合施設は指定緊急避難場所

として指定することを計画している

ことから、有事の際、住民が命を守

るために緊急的に逃げ込む一時的な

避難先として、その動線を確保した

り諸室を開放したりすることなどは

必須となります。 

57 
要求水準

書 
26 第２ 2 (5) ３) ① 防災性 

「指定緊急避難場所」としての、小

松市防災計画にて推奨される備蓄品

のうち、常備し管理を想定する備蓄

品はありますでしょうか。 

指定緊急避難場所については、洪水・

津波・土砂災害・大規模火災など特

定の災害が迫った際に、住民が命を

守るために緊急的に逃げ込む「一時

的な避難先」としての性格を持つた

め、備蓄品を配備する計画は、現在

のところありません。 

58 
要求水準

書 
26 第 2 2 (5) 3) ① 防災性 

「非常用発電の設置は想定していな

い。」とありますが、その他防災備品、

備蓄品等について本施設に必要と想

定されている物はありますでしょう

か。 

指定緊急避難場所については、洪水・

津波・土砂災害・大規模火災など特

定の災害が迫った際に、住民が命を

守るために緊急的に逃げ込む「一時

的な避難先」としての性格を持つた

め、備蓄品を配備する計画は、現在

のところありません。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

59 
要求水準

書 
27 第 2 2 (5) ３） ④ 

風水害・積

雪・落雷対

策 

「想定される風害・水害・積雪」に関

して発注者が想定する要求水準をお

示しください。 

風害：建築基準法施行令第 87条及び

平成 12 年５月 31 日建設省告示第

1454号によります。 

 

水害：ハザードマップを参照して、

検討ください 

https://komatsu-hazardmap.jp/ 

にアクセスし、画面左上から次のと

おり選択し、対象地点をクリックす

ると、より詳細な５ｍm メッシュで

の想定最大規模（洪水）が確認可能

です。 

＞くわしい表示 

＞洪水 

＞洪水浸水想定区域 

＞想定最大規模 

＞梯川 

 

積雪：小松市建築基準法施行細則に

よります。 

60 
要求水準

書 
28 第 2 2 (5) 4)  

防犯・安全

性 

停電時にも作動する防犯カメラ及び

電気錠を設置すること。とあります

が、設置個所等は事業者提案という

理解でよろしいでしょうか。 

防犯カメラは、要求水準書のとおり

の設置場所に設置することを求めて

いますが、具体的な設置箇所は、提

案に委ねます。電気錠の設置箇所も、

提案に委ねます。 

61 
要求水準

書 
28 第 2 2 (5) 4)  

防犯・安全

性 

「停電時にも作動する防犯カメラ及

び電気錠を設置すること」と記載が

ございますが、非常用発電機を設置

しないため、各機器付属の UPS（10分

間程度）で瞬停対策を行えばよろし

いでしょうか。 

ご理解のとおりです。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

62 
要求水準

書 
31 第 2 2 (5) 11） ② 

文化財保護

法第 53条公

開 

公開承認施設としての登録は予定さ

れていないとのことですが、展示室

で行われる企画展にて文化財保護法

第 53 条公開を行う想定はあります

か？ 

文化財保護法第 53条公開（重要文化

財を他の所有者から借用して公開す

るもの）は、可能性としてありえま

す。その場合、公開に関する手続き

は市が行います。 

 

なお、既存の博物館では重要文化財

１点が寄託されており、その展示を

行うことがあります。また、市の所

蔵品として重要文化財２件が小松市

埋蔵文化財センターで保管されてお

り、その公開を行う場合も想定され

ます。 

63 
要求水準

書 
31 第 2 2 (5) 11） ② 

文化財保護

法第 53条公

開 

前項が想定される場合、施設整備に

ついて、文化庁との事前協議はすで

に行われていますでしょうか。行っ

ていた場合、事前協議の内容と結果

をご教示お願いいたします。 

現時点で文化庁との協議は行ってい

ません。 

64 
要求水準

書 
32 第２ 3 (2)   構造条件 

「既存基礎・杭が確認された場合で」

と記載されていますが、杭について

は全数抜杭するという認識ですが、

残置されているのでしょうか。 

事業予定地等にある既存３施設（公

会堂、博物館、教育研究センター）の

杭は全数抜杭する予定としています

が、既存杭の破損、中折れ等により

杭を存置した場合は、杭の位置等を

示す資料を提示することとします。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

65 
要求水準

書 
32 第 2 3 (2)   構造条件 

既存施設（公会堂）の杭の解体工事

は完了されていますでしょうか。杭

の解体工事が完了されている場合、

要求水準書内の「既存基礎・杭が確

認された場合で、設計者の判断で既

存基礎・杭を存置する場合は、建築

物の性能・安全に支障がないことを

市が確認できれば認める」という文

言の「既存」とは、「既存施設の杭や

残置物に加え、既存施設以外の杭や

残置物が確認された場合」という認

識でよろしいでしょうか。 

完了していません。事業予定地等に

ある既存３施設（公会堂、博物館、教

育研究センター）の杭は全数抜杭す

る予定としていますが、既存杭の破

損、中折れ等により杭を存置した場

合は、杭の位置等を示す資料を提示

することとします。 

 

また、既存については、ご理解のと

おりです。 

66 
要求水準

書 
33 第 2 3 (3) １）  外構範囲等 

「事業予定地から市道京町地子町線

の南側に、市が立体駐車場を整備す

る計画がある（別紙１「事業予定地

周辺図・現況敷地図」を参照）ため、

設計時に市と協議すること。」とござ

いますが、施工計画に影響する可能

性がございますので、今時点での工

期及び建設計画をお示し頂けますで

しょうか。 

立体駐車場については、将来的な選

択肢の一つとして位置付けており、

市有地等の既存ストックを最大限活

用し、実際の利用状況も踏まえ、必

要性・妥当性を慎重に検討する方針

であり、現時点での工期や建設計画

は未定です。 

67 
要求水準

書 
33 第２ 3 (3) ２）  アプローチ 

出入口には、消融雪設備を整備する

こととありますが、井戸はないと存

じますので、上水での計画とすれば

良いでしょうか。 

消融雪の方式は応募者にて設定して

ください。整備にあたっては市と事

前に協議してください。 

 

なお、雪がある程度積もった場合は、

上水のみで消融雪すると、あまり効

果的ではなく水道代がかかることが

想定されるため、上水のみで消融雪

することは想定していません。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

68 
要求水準

書 
33 第２ 3 (3) ２）  アプローチ 

消融雪設備につきまして、融雪セン

サー等による自動での設備が必要で

しょうか。 

自動が望ましいですが、必須ではあ

りません。 

69 
要求水準

書 
33 第２ 3 (3) 5）  植栽 

自動潅水設備を整備することとあり

ますが、公園内において、既に設置

されている部分はありますでしょう

か。 

芦城公園内において、自動潅水設備

が設置されている箇所はありませ

ん。 

70 
要求水準

書 
33 第２ 3 (3) 5）  植栽 

自動潅水設備は、本体事業（事業予

定地）内の外構部分となる全体に必

要でしょうか。 

必要に応じて、応募者の提案による

屋外空間の緑地箇所に設置してくだ

さい。 

71 
要求水準

書 
33 第 2 3 (3) 5）  植栽 

自動潅水設備については、必要に応

じた個所を想定することで計画すれ

ばよろしいでしょうか。 

必要に応じて、応募者の提案による

屋外空間の緑地箇所に設置してくだ

さい。 

72 
要求水準

書 
34 第 2 3 (3) 7)  駐輪場 

「市が策定している芦城公園基本計

画や利用状況により、変更の可能性

がある。」とあり、屋外駐輪場(屋根

付き)及びシェアサイクル用ポート

の設置台数が変更される可能性があ

ると理解していますが、本公募条件

以上の設置台数が求められる場合、

事業契約書(案)第 45 条 8 項より本

仕様変更に係る増加費用分は貴市に

ご負担いただけると理解してよろし

いでしょうか。 

屋外駐輪場について、市の意向によ

り、台数を 46台以上（又は提案台数

を超える）とする場合、当該変更に

伴う増加費用分は市が負担します。 

 

シェアサイクル用のポートについ

て、現時点では設置台数の変更は予

定していませんが、15台を超える場

合で、仕様に変更があり増加費用が

発生する場合は、市が負担します。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

73 
要求水準

書 
34 第 2 3 (3) 7)  駐輪場 

「市が策定している芦城公園基本計

画や利用状況により、変更の可能性

がある。」とあり、屋外駐輪場(屋根

付き)及びシェアサイクル用ポート

の設置台数が変更される可能性があ

ると理解していますが、当該変更の

有無はいつ頃確定するのでしょう

か。 

現時点では設置台数の変更は予定し

ていませんが、事業の実施方針（様

式第 A-１号）において、来館者数の

目標値を記載いただくこととしてお

り、それらの内容などとあわせ、事

業契約の締結後に両者で協議の上、

適切な台数を決定していきたいと考

えています。 

74 
要求水準

書 
34 第２ 3 (8)   

雨水流出抑

制施設 

雨水流出抑制施設設置は、現在のと

ころ設置を想定していないとのこと

ですが、市と協議した結果、必要と

された場合の費用は貴市に負担いた

だけることという理解でよろしいで

しょうか。 

雨水流出抑制施設の設置について

は、芦城公園内を対象に、工種別雨

水流出係数に基づき、開発前の平均

流出係数及び既存施設（公会堂、博

物館、教育研究センター、図書館）を

集約・再編・機能移転し複合施設を

整備した後の開発後の平均流出係数

を算定し、開発後における雨水流出

量は、開発前の雨水流出量を超えな

いと見込まれるため、設置を想定し

ていません。 

 

複合施設等の整備において雨水流出

量の増加により雨水流出抑制施設の

設置が必要となった場合は、市の負

担とします。 

75 
要求水準

書 
36 第２ 4 (2) ７）  

電気時計設

備 

時計（電波式）を設置することとあ

りますが、各居室全てに必要でしょ

うか。居室により必要、不必要があ

りましたら、ご教授ください。 

時計の設置については、施設のゾー

ニングや利用者の利便性に鑑みた提

案に委ねます。 

76 
要求水準

書 
36 第２ 4 (2) 8）  

テレビ共同

受信設備 

BS、CSやケーブルテレビの受信設備

を設けることとありますが、その受

信費用は維持管理費用に見込む必要

がありますでしょうか。 

BS、CSは任意とし、要求水準書を修

正しました。ケーブルテレビは必要

としますので、維持管理費用に見込

んでください。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

77 
要求水準

書 
37 第２ 4 (2) １３)  Wi-Fi 

館内 IT 環境（Wi-Fi、端末等）の想

定最低水準はありますか。 

来館者数の見込みなどに基づき、適

切な台数や性能などについて、提案

に委ねます。 

78 
要求水準

書 
37 第 2 4 (2) 13)  Wi-Fi 

Wi-Fi を整備することとなっていま

すが、通信費の負担は貴市という理

解でよろしいでしょうか。（光熱水費

の箇所には記載が見当たりませんで

した） 

Wi-Fiをはじめとする通信費は、SPC

が負担してください。 

79 
要求水準

書 
39 第２ 4 (3) 5)  給水設備 

「給水は基本的に直圧とし、受水槽

不要とする」と記載がございますが、

小松市上下水道管理課がホームペー

ジに公表している「01給水装置工事

施工基準」（給水装置工事施工基準

P.52、および同施工基準 P.83小松市

三階直結給水サービス施工要綱によ

ると、今回の用途は対象建物に該当

しないため、直圧給水ではなく、受

水槽方式になるものと思料します。 

小松市上下水道管理課にご確認頂

き、給水方式を改めてご教示願いま

す。 

ご理解のとおりです。給水設備は、

給水装置工事施工基準（小松市上下

水道局：平成 31年４月）の小松市三

階直結給水サービス施行要綱におい

て、第３条⑵の「事務所ビル及び店

舗兼用住宅等については、延床面積

1,000 ㎡以下であって一日の最大使

用水量は 16 ㎥以下とする。」に該当

しないため、給水方式は受水槽方式

とします。 

（参考） 

https://www.city.komatsu.lg.jp/s

oshiki/1042/jousuidounikansuruko

to/2/1985.html 

要求水準書を修正しました。 

80 
要求水準

書 
41 第 2 5 (2)   

ヴィジュア

ル・アイデ

ンティティ 

複合施設の愛称は、市が市民から募

集し、決定する予定である。とあり

ますが、いつ頃公募・決定する予定

でしょうか。ロゴとの調整は必要で

しょうか。 

愛称の公募・決定時期は、ロゴ等と

も関連があることから、SPCとの協議

において定めるものとします。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

81 
要求水準

書 
42 第２ 6 - - - 

維持管理業

務 

「利用者の便に供する机・椅子・ソ

ファ」は市が調達（約 1.5億円）し、

それ以外は SPC 調達とありますが、

市が調達した什器の維持管理・修繕・

更新費用は、すべて SPC の負担とな

りますか。また、更新が必要となっ

た場合、同等品の選定権限は SPC に

ありますか。 

市が調達する什器・備品についての、

維持管理（修繕・更新等を含む）の費

用は SPC にて負担してください（た

だし、修繕については修繕の負担区

分表による）。 

また、当該什器・備品に係る修繕や

更新については、事前に市と協議の

うえ、決定するものとします。 

なお、更新時の同等品の選定権限は

SPCに委ねます。 

 

要求水準書を修正しました。 

82 
要求水準

書 
42 第 2 6    

什器・備品

に係る要求

水準 

公会堂所蔵のピアノを複合施設にお

いて活用する際、市が複合施設に搬

入するとありますが、移動後の初期

調律までを市の負担と考えてよろし

いでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

83 
要求水準

書 
42 第 2 6    

什器・備品

に係る要求

水準 

備品について、最低限必要な備品・

仕様・数量のリストがありましたら

ご提示ください。 

最低限必要な什器・備品は要求水準

書に記載のとおりです。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

84 
要求水準

書 
42 第 2 6    

什器・備品

に係る要求

水準 

利用者の便に供する机・椅子・ソフ

ァ（執務室は対象外）とありますが、

利用者の便に供するとどのように判

断すればよろしいでしょうか。基準

や想定のリストがあればご教示くだ

さい。 

また、利用者の便に供するものに該

当した備品を提案時に積算し、1.5億

円を超えた場合は、SPCが超過分を負

担するとありますが、これはサービ

ス対価から費用を捻出する必要があ

ると理解してよろしいでしょうか。 

また、SPCが負担する場合、超過額が

提案時より物価上昇等で上昇した場

合はどのように取り扱うのでしょう

か。 

市が調達する什器・備品についての

原資は「特定防衛施設周辺整備調整

交付金（防衛省）」の制度を活用する

ことから、「周辺の生活環境や地域開

発への影響の改善が図られる」こと

を目的としており、その趣旨に基づ

き、利用者が利用するエリア内での

什器・備品であれば問題ありません。 

 

サービス対価の考え方についてはご

理解のとおりです。 

 

超過額が、提案時より上昇等した際

には、個数の調整や代替品の可能性

などを含め、両者で協議のうえ、選

定するものとします。 

85 
要求水準

書 
42 第 2 6    

什器・備品

に係る要求

水準 

その他什器・備品とありますが、こ

れらはサービス対価で調達する必要

があると理解でよろしいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。 

86 
要求水準

書 
42 第 2 6    

什器・備品

に係る要求

水準 

要求水準書(案)38頁 6 什器・備品

に係る要求水準において、「什器・備

品については、募集要項等の公表時

に備品リストで提示する予定であ

る。」とありましたが、本公募資料内

に備品リストがありません。今後、

追加での公表は予定されているので

しょうか。 

予定していません。ご提案いただく

ようお願いします。 

87 
要求水準

書 
42 第２ 6    

什器・備品

に係る要求

水準 

利用者の便に供する机・椅子・ソフ

ァ（執務室は対象外）とありますが、

執務室の什器・備品は SPC にて用意

し、その費用は建設業務費用に含め

るとの理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

88 
要求水準

書 
42 第２ 6    

什器・備品

に係る要求

水準 

「利用者の便に供する机・椅子・ソ

ファ（執務室は対象外）は、SPCと協

議の上、市が約 1.5 億円の範囲内で

調達予定」と記載がございます。ま

た、4行目に「その他の什器・備品は

SPCが調達すること」と記載がござい

ますが、「その他の什器・備品」とい

うのは、前述記載の対象外とされて

いる執務室の什器・備品という理解

でよろしいでしょうか。 

什器・備品の調達・設置については、

利用者の便に供することのないその

他の什器・備品のみを SPC の負担と

するのではく、利用者の便に供する

机・椅子・ソファ（執務室は対象外）

も含めて原則 SPC が担う業務として

おります。 

 

ただし、利用者の便に供する机・椅

子・ソファ（執務室は対象外）の一部

は市が約 1.5 億円（税込）の範囲内

で調達し設置する予定です。SPCは、

市が確保する約 1.5 億円（税込）に

収まらない利用者の便に供する机・

椅子・ソファ及びその他の什器・備

品を整備してください。 

 

市が負担する約 1.5 億円を超過した

場合は、個数の調整や代替品の可能

性等について SPC と市が協議し、約

1.5 億円以内に収めることを原則と

します。 

 

上記の協議による調整を行っても超

過し、かつ「利用者の便に供する什

器・備品」が必要な場合は、超過する

分の什器・備品を SPC の費用負担に

て調達・設置してください。ただし、

この超過分を予め想定し、提案価格

に含める必要はありません。 



募集要項等に関する質問（参加資格関連以外に関する事項）に対する回答 

31 

 

No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

89 
要求水準

書 
44 第 2 7 (7) 6)  

交付金・補

助金の交付

に係る関係

者との協議

支援等 

「本事業は、交付金及び補助金の措

置等を受ける可能性がある。」とあ

り、募集要項 30頁には「防衛省の防

衛施設周辺民生安定施設整備事業や

国土交通省の都市構造再編集中支援

事業による補助金の交付措置等を受

ける可能性がある」とあるため、事

業者には 2 種の交付金等の申請に係

る支援業務が発生すると推察されま

す。この交付金等の申請要否の決定

及び申請時期は具体的にいつ頃を予

定しているのでしょうか。 

交付金等については、ご理解のとお

りです。 

 

なお、交付金等の申請に係る資料作

成などの支援については、年度ごと

に行うことを想定しており、要求水

準書 P44に示すとおりです。 

 

時期については、国の予算等の手続

きに関することであるとから具体的

な時期を明示することは差し控えま

す。 

90 
要求水準

書 
45 第 2 7 (7) (7) - 

室内音響シ

ミュレーシ

ョン 

音響シミュレーションを実施する場

所は、『閲覧スペースのうち、特に静

かな読書空間・展示室・クリエイテ

ィブスタジオ・パフォーマンススタ

ジオ』と理解してよろしいでしょう

か。あるいは、『利用者及び職員が活

動する室内空間』のうち任意に設定

した場所でしょうか。 

音響シミュレーションを実施する場

所は、閲覧スペースのうち、特に静

かな読書空間、展示室、クリエイテ

ィブスタジオ、及びパフォーマンス

スタジオ並びに応募者の提案により

ます。 

91 
要求水準

書 
47 第２ 7 (10) 2）  

実施設計図

書 

実施設計図書の成果品において、

（ｇ）工事費明細内訳書・数量計算

書がありますが、実施設計完成から

内訳精査を行うことから、時間を要

すると想定されるため、別途提出と

させて頂いてもよろしいでしょう

か。 

要求水準書 P43 に示すとおり、本事

業は、国の補助金の交付措置等を受

ける可能性があることに伴い、実施

設計（建築確認申請を除く）を令和

10年３月末までに完了することとな

っており、実施設計図書の成果につ

いて、（ｇ）工事費明細書・数量計算

書は、業務期間内に提出することが

必要となります。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

92 
要求水準

書 
47 第２ 7 (10) 2）  

実施設計図

書 

提案書提出時から実施設計完成まで

に時間を要し、また設計変更等にも

より、提案時の価格から変動する可

能性がございますが、その場合の取

り扱いはどのようになりますでしょ

うか。 

市の請求による設計変更となった場

合、市と SPC の協議により合理的な

範囲で市が負担します。 

 

なお、市の請求に至った原因が SPC

の責に期すべき事由である場合は、

市が負担する理由がないと考えるた

め、市が請求した場合でもその原因

が市ではなく SPC にある場合は、市

は負担しません。 

93 
要求水準

書 
48 第 2 8 (3)   業務期間 

複合施設等に固定する什器・備品は

令和 12 年（2030 年）6 月 30 日、固

定しない什器・備品は同年 9月 30日

と、完了期限が異なって設定されて

います。一方で、これらを含むサー

ビス対価 A-2 の支払い条件には「出

来高払いの場合は各事業年度に 1 回

請求可能」とあります。この場合、固

定する什器・備品の設置が完了した

6月 30日の時点で、当該分を先行し

て請求し、残りを別途請求すること

は可能でしょうか。あるいは、すべ

ての什器・備品の設置が完了する 9

月 30 日まで請求は行えないのでし

ょうか。 

もしくは、什器・備品の費用のみ 2回

請求することが可能なのでしょう

か。 

原案どおり「出来高払いの場合は各

事業年度に１回請求可能」とします

が、市と SPC により協議ができるも

のとします。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

94 
要求水準

書 
48 第 2 8 (3)   業務期間 

上記質疑と同様に、システム構築業

務は、令和 12 年 3 月 31 日までに完

了し、データ移行や動作確認等は令

和 12 年 9 月 30 日までとする。とあ

りますが、システム構築が完了した

3月 31日時点で 1度請求し、必要が

あれば、9月 30日に再度請求するこ

とが可能でしょうか。 

原案どおり「出来高払いの場合は各

事業年度に１回請求可能」とします

が、市と SPC により協議ができるも

のとします。 

95 
要求水準

書 
48 第２ 8 (3)   業務期間 

システムの構築業務は令和 12年 3月

31日までに完了する事。となってま

すが、これはソフトなのか工事なの

かどちらでしょうか。 

令和 12 年３月 31 日までに完了する

ことを求めるシステムの構築業務の

要求水準の対象は、基本的に機械や

設備等のハードではなく、ソフト（プ

ログラム、アプリケーション関連）

を指しています。要求水準書及び別

紙６を修正しました。 

96 
要求水準

書 
48 第 2 8 (5) 1） ④ 

仮設事務所

の設置 

既存公会堂の解体に際して市が設置

した仮囲いについて、仕様書等に「な

お、市が既存の公会堂の解体を行う

にあたって設置した仮囲いについて

は～」との記載がございますが、事

業者が当該仮囲いの使用を引き継い

だ場合、工事完了後の撤去費用は事

業者の負担となるという理解でよろ

しいでしょうか。 

市が設置した仮囲いの撤去費用につ

いては、ご理解のとおりです。 

97 
要求水準

書 
49 第２ 8 (5) 1） ④ 

仮設事務所

の設置 

解体時に設置した仮囲いを引き続き

使用させて頂く場合は無償で使わせ

て頂くという理解でよろしいでしょ

うか。 

解体時に設置した仮囲いは、事業者

契約を締結する令和８年９月までは

市が仮設費を負担し、契約締結以降

の仮設費は SPC が負担するものとし

ます。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

98 
要求水準

書 
49 第２ 8 (5) 1） ④ 

仮設事務所

の設置 

解体時に設置した仮囲いを引き続き

使用させて頂く場合、無償でなく有

償となった場合の質疑ですが、費用

はどれくらいになるのでしょうか。 

一般的なリース契約物品としての費

用を想定しています。 

仮囲いの引継ぎを行わない場合は、

市において撤去しますが、契約以降

の事業予定地の管理は SPC となるた

め、立入制限などの対応は必須とし

ます。 

99 
要求水準

書 
49 第２ 8 (5) 1） ④ 

仮事務所の

設置 

「なお、市が既存の公会堂の解体を

行うにあたって設置した仮囲いにつ

いては、市がアートイベントを開き、

装飾することを予定している」とあ

りますが、使用を引き継いだ場合、

工事完了後、装飾についてどのよう

な対応（撤去）をすればよろしいで

しょうか。 

市が行うアートイベントの装飾は、

仮囲いに養生した上で、装飾するこ

ととしています。 

 

仮囲いの撤去に合わせて、市が養生

を含め装飾の撤去を行う予定です

が、仮囲いの装飾については提案に

委ねます。 

100 
要求水準

書 
49 第 2 8 (5) 1) ④ 

仮設事務所

の設置 

「工事ヤード及び仮設事務所は～任

意提案可能範囲①の範囲に設置する

場合は、行政財産使用許可に基づく

手続きが必要となり、この場合にお

いて使用料が発生する可能性があ

る。」とありますが、使用料の要否は

いつ頃決定するのでしょうか。 

事業予定地及び任意提案可能範囲①

に設置する場合は、小松市都市公園

条例に基づき使用に係る申請をいた

だく必要はありますが、使用料は免

除するものとします。 

101 
要求水準

書 
49 第 2 8 (5) 1) ④ 

仮設事務所

の設置 

「工事ヤード及び仮設事務所は～任

意提案可能範囲①の範囲に設置する

場合は、行政財産使用許可に基づく

手続きが必要となり、この場合にお

いて使用料が発生する可能性があ

る。」とありますが、使用料が必要な

場合、いくらを想定されているので

しょうか。 

事業予定地及び任意提案可能範囲①

に設置する場合は、小松市都市公園

条例に基づき使用に係る申請をいた

だく必要はありますが、使用料は免

除するものとします。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

102 
要求水準

書 
49 第２ 8 (5) １） ④ 

仮設事務所

の設置 

仮設事務所を任意提案可能範囲①に

設置する場合、使用料が発生する可

能性があるとなっておりますが、そ

の費用は提案価格に見込む必要があ

りますでしょうか。必要であるなら

ば、その費用をご教授下さい。 

事業予定地及び任意提案可能範囲①

に設置する場合は、小松市都市公園

条例に基づき使用に係る申請をいた

だく必要はありますが、使用料は免

除するものとします。 

103 
要求水準

書 
49 第２ 8 (5) １） ④ 

仮設事務所

の設置 

仮設事務所は、「事業予定地及び任意

提案可能範囲①の範囲に設置可能で

ある」と記載があり、「使用料が発生

する可能性がある」とございますが、

使用料の算出にあたり小松市都市公

園条例に基づく等、具体的な算定式

をご教示願います。また、使用料が

発生しない可能性とはどういうケー

スなのか、ご教示願います。 

事業予定地及び任意提案可能範囲①

に設置する場合は、小松市都市公園

条例に基づき使用に係る申請をいた

だく必要はありますが、使用料は免

除するものとします。 

104 
要求水準

書 
52 第２ 8 (5) 2） ⑳ 

要求水準書

達成に関す

るモニタリ

ング 

要求水準書の達成状況を一覧表(要

求水準確認報告書)にまとめる事と

なってますが、決められた書式はあ

るのでしょうか。 

書式は任意です。 

105 
要求水準

書 
60 第 3 2 (6) 2)  除籍業務 

市が実施する不要資料の選定・除籍・

廃棄等、一連の業務は SPC が開館準

備業務に着手する令和 9 年 4 月 1 日

時点で完了しているものと考えてよ

ろしいでしょうか。 

令和９年４月１時点では、完了して

いません。 

なお、要求水準書（図書等資料の選

書業務）に掲げる既存の図書館及び

博物館から移転する約 20 万冊の既

存図書等資料を SPC が選定した上

で、その資料から漏れたものを不要

資料として、市が除籍・廃棄・他館へ

の移管などを実施する予定です。 

そのための資料収集方針等は、SPCか

らの提案・助言のもと、市が令和 11

年を目途に決定することとしていま

す。なお、その時期は協議可能です。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

106 
要求水準

書 
61 第 3 2 (7) 1）  

企画支援業

務 

市の学芸員は SPC の企画の支援は成

果品（レイアウトや図面、仕様書な

ど）までも求めているのでしょうか。 

市への提案、助言により支援を行う

こととしており、成果品を求めるも

のではありません。 

107 
要求水準

書 
62 第 3 2 (7) ２）  

全体企画業

務 

季節や特定の期間に応じてメインテ

ーマを決定するとありますが、開業

準備業務の段階で、どの程度の運営

期間に対してメインテーマをあらか

じめ決定しておく必要があるかお示

しください。 

各年度におけるメインテーマの決定

時期は提案に委ねますが、開館準備

業務段階においては、少なくとも令

和 12 年度の内容を計画してくださ

い。 

108 
要求水準

書 
63 第３ 2 (7) ３） ① 

図書等資料

の選書業務 

「図書等資料の選書等業務」につい

て、電子書籍は紙の図書資料を補完

するものとして位置づけられている

と理解していますが、提案書作成に

あたり、要求水準書に示された内容

を前提としつつ、電子書籍の提供に

関する考え方や、将来的な拡張性へ

の対応については、各事業者の創意

工夫として整理・記載するとの理解

でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

109 
要求水準

書 
63 第 3 2 (7) ３） ① 

図書等資料

の選書業務 

既存の図書館から移転する約 20 万

冊の資料について、対象資料の選定・

除籍・廃棄等の一連の作業は、市の

負担のもとで実施されるものと解し

てよろしいでしょうか。 

除籍・廃棄についてはご理解のとお

りです。 

 

選定については、既存の図書館及び

博物館から移転する約 20 万冊の既

存図書等資料（図書、新聞・雑誌、視

聴覚資料等）の他に、SPCが新たに調

達するべき約５万冊の図書等資料を

選書することを求めています。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

110 
要求水準

書 
64 第 3 2 (7) ３） ⑤ 

図書等資料

等の移転業

務 

移転にともなう現図書館の休館期間

の想定をご教示ください。事業者提

案に委ねていただいても結構です。 

既存の図書館の休館時期・期間は、

開館準備業務の提案内容を踏まえ、

SPCと協議のうえ決定しますが、令和

12年４月までには閉館することを想

定しています。 

111 
要求水準

書 
64 第 3 2 (7) ３） ⑤ 

図書等資料

等の移転業

務 

市が実施する除籍業務により選定さ

れた移転対象約 20 万冊の資料につ

いて、どのような状態で引き渡され

ますでしょうか（箱詰め、ラベリン

グなど）。 

移転対象となる約 20 万冊において

は、既存の図書館の閉館後、市が事

前に除籍対象資料（移転の必要のな

い資料）を除いた上で、書架棚に入

った状態での引渡しを想定していま

すが、SPC との協議により決定しま

す。なお、図書の移転作業は提案に

委ねます。既存の博物館が保有して

いる図書資料等は市が移転します。 

112 
要求水準

書 
64 第 3 2 (7) 3） ⑤ 

図書等資料

の移転業務 

小松市立図書館の 2 階の展示室（和

室）も移設でしょうか。 

森山啓氏に関連する蔵書や和室を構

成している資料の一部は移設対象で

すが、本施設に、和室として移設す

る必要はありません。 

113 
要求水準

書 
65 第 3 2 (7) 5） ① 

ホームペー

ジの作成 

開館６か月前までに作成とあります

が、６か月前までにプレサイトを公

開し、本番環境の公開は開館時でよ

ろしいでしょうか。 

開館前のプロモーションや事前の利

用者登録が図られる仕組みがあれ

ば、その内容で構いません。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

114 
要求水準

書 
66 第 3 2 (7) ５） ④ 

SNSアカウン

トの作成と

情報発信 

事業者が遵守すべき SNS アカウント

運用における市の規定等がありまし

たらお示しください。 

関係法令及び職員の服務や情報の取

扱いに関する規定を遵守し、職務上

知り得た秘密の発信や勤務時間中の

私的な利用、基本的人権、肖像権、著

作権、個人情報保護等、人権等の取

り扱いに関して十分留意してくださ

い。 

 

また、発信する情報は正確に記述す

るとともに、その内容について誤解

を招かぬよう留意するとともに、セ

キュリティ面においては、地方公共

団体における情報セキュリティポリ

シーに関するガイドラインに遵守す

る形での運用をお願いします。 

115 
要求水準

書 
66 第 3 2 (7) ６）  

予約受付業

務 

文中の「4）、①、ア予約受付」は、要

求水準書 82p第 3、（３）、4）、①、ア

予約受付を指すと解してよろしいで

しょうか。 

文中の「4）、①、ア予約受付」は、要

求水準書 P82 第 3、３、（９）、4）、

①、ア予約受付を指します。 

116 
要求水準

書 
68 第 3 3 (3) ２）  

有資格者の

配置 

「司書資格を有する人材を常時１名

以上配置」とありますが、「常時」と

は図書館機能の有人サービス提供時

間帯と捉えてよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

117 
要求水準

書 
69 第 3 3 (6)   業務報告書 

「年次報告書については業務完了月

の翌月末までに市に提出」とありま

すが、報告内容によって期限内提出

が厳しい場合は協議していただける

でしょうか。 

原則、要求水準書に記載のとおりで

す。 

118 
要求水準

書 
69 第 3 3 (7)   市の業務 

本項に記載の市の業務に係る費用は

全てサービス対価とは別に市の予算

にて実施されるという理解でよろし

いでしょうか。 

ご理解のとおりです。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

119 
要求水準

書 
69 第３ 3 (7) １）  

業務分担に

ついて 

事業内で収蔵品情報の編集が必要と

なる場合、SPC事業者および博物館職

員での業務の切り分けはどのように

想定されているしょうか（①テーマ

配架等に伴う検索性を高めるための

キーワード追加、②既存データのク

リーニング・項目整理、③デジタル

サイネージでの展示に耐えうる品

質・解像度の資料画像の用意などが

発生する可能性を想定して質問しま

す） 

①②のご質問内容について、趣旨や

内容を十分に把握しかねるため、正

確に回答するためにも、改めて競争

的対話にて、具体的な質問として提

出いただき、双方の対話を通じて理

解を深めたくよろしくお願いしま

す。 

③については、市側で行う想定です。 

120 
要求水準

書 
72 第 3 3 (9) １） ③ 

企画運営会

議の開催 

本事業における図書館協議会および

博物館協議会の開催方針、運営主体、

位置づけ、役割についてご教示くだ

さい。とくに、企画運営会議との関

連性がありましたらお示しくださ

い。 

図書館協議会及び博物館運営協議会

については、未来型図書館の開館後

は、市全体の図書館及び博物館サー

ビスを包括的に推進していくために

も、運営主体は市が担い、年 1 回程

度の開催を想定しています。 

 

また、いずれも、図書館法及び博物

館法の趣旨に則り、館長に意見を述

べる機関であることから、必要に応

じて SPC に参加いただく場合や、協

議会を通じたご意見等については、

SPC とも企画運営会議を通じた共有

を図り、市全体の図書館及び博物館

サービスの向上を図っていく体制を

考えています。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

121 
要求水準

書 
75 第 3 3 (9) １） ⑦ イ 人材養成 

「市民学芸員、ファシリテーター」

とありますが、目的と活動想定をお

示しください。 

市民学芸員については、主に博物館

機能の共創を担い、コレクションハ

ブの更新など市民が施設の運営主体

として実際に関わることで、博物館

の価値をさらに高め、地域の文化を

未来に伝える責任感を共有し、次世

代への持続可能な文化伝承の一翼を

担う役割を想定しており、市では子

ども学芸員の養成と合わせ、将来的

に、このような人材育成に取り組ん

でいきたいと考えています。 

 

ファシリテーターについて、市では

令和４年度より、様々な地域課題に

対して、「自分たちの地域を自分たち

でつくる」というマインドを持ち、

市民·地域団体·企業·行政など、セク

ターを超えたまちづくりに向けた環

境を醸成するため、「イノベーショ

ン・ファシリテーター養成講座」を

実施しており、養成を終えた市民自

らが、SPCにおける企画やリビングラ

ボ等に持ち込まれる課題等に対し、

人と人を繋ぐ役割や場のコーディネ

ートを実施するような連携体制が生

まれることを期待しています。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

122 
要求水準

書 
75 第３ 3   ⑧ 

リビングラ

ボ 

「別紙 9 に基づき、リビングラボの

運営と連携すること」とありますが、

提案者側ではリビングラボの事務局

機能（運営主体）を担わないという

ことで認識相違ないでしょうか？ 

産官学民のプラットフォームとして

のリビングラボの運営主体は㈱こま

つ賑わいセンターが担います。SPCに

は、別紙９に記載のとおり、賑わい

センターと必要に応じて連携を図り

ながら、リビングラボの運営支援を

行うことを求めます。 

 

ただし、SPCが市民対話型のイベント

やワークショップ等の対話と活動の

場を主催する場合、その活動自体も

リビングラボと捉えます。 

123 
要求水準

書 
77 第 3 3 (9) ２） ① 

ア 図書等資

料の選書・

購入業務 

選書リストについて、企画運営会議

を経て市が承認するとありますが、

通例では図書購入業務は週次で行わ

れることから、企画運営会議の開催

も週次を想定されていますでしょう

か。 

特に想定していません。会議の運用

方法（開催頻度等）についてご提案

に委ねます。 

選書にあたっては、企画運営会議で

協議することを基本としますが、運

用方法の詳細は SPC と協議して決定

するものとします。 

124 
要求水準

書 
77 第 3 3 (9) ２） ② 

貸出・返却

受付等業務 

「他館」とありますが、これは南部

図書館を示していると捉えてよろし

いでしょうか。 

他館は、南部図書館及び空とこども

絵本館及び石川県立図書館や県内外

の図書館など、市と相互貸借の関係

にある施設を指します。 

 

また、現状では、小松市立図書館・南

部図書館・空とこども絵本館で借り

た本は、３館いずれのカウンターで

も返却可能ですが、空とこども絵本

館はブックポストを設置していない

ので、夜間や休館日の返却は、小松

市立図書館・南部図書館のブックポ

ストを利用してもらうよう案内して

います。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

125 
要求水準

書 
78 第 3 2 (9) 2） ③ 

リファレン

スサービス

業務 

利用者サービス向上の観点から、電

子書籍やデータベース等の利用ロ

グ、検索データの活用については、

レファレンスサービスの高度化や選

書・蔵書構成への活用に加え、電子

書籍サービスを含む融合システム全

体の中での位置づけや運用も重要に

なると理解していますが、提案書作

成にあたり、要求水準書に示された

内容を前提として、各事業者の創意

工夫として整理・記載するとの理解

でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

126 
要求水準

書 
79 第 3 3 (9) ２） ⑦ 

ア 図書等資

料の管理等 

盗難防止装置（BDS）の作動確認を求

められていますが、BDSの設置は必須

でしょうか。 

複合施設の出入口には、図書等の盗

難防止措置を講じることとしてお

り、その一例として BDS を記載して

いますが、代替の措置が講じられる

ようであれば、BDSである必要はあり

ません。 

127 
要求水準

書 
79 第 3 3 (9) ２） ⑦ 

イ 対人サー

ビスの提供 

利用者登録およびリクエスト申込み

について、現図書館では、「こまつ電

子申請サービス」での申込みが可能

ですが、本事業においても継続を望

まれますでしょうか。 

こまつ電子申請サービスの基盤は、

市のネットワーク環境でのみ申請デ

ータを閲覧できる仕組みのため、複

合施設において、継続は想定してい

ません。 

128 
要求水準

書 
80 第 3 3 (9) 3） ① 

企画支援業

務 

展示品の撤収作業の補助は具体的に

何を求めていますか。 

具体の内容については、企画展示等

の内容にもよりますが、撤収作業前

の清掃や動線管理、梱包材や台車等

の準備、展示ケースの撤去など、基

本的には、学芸員の補助として実施

することを求めています。 

129 
要求水準

書 
80 第 3 3 (9) 3） ① 

市が実施す

る特別展に

おける経費

の確認 

市が実施する特別展において、事業

者が支援する範囲を超える直接経費

（輸送費・保険料等）は、市の負担と

の理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

130 
要求水準

書 
85 第 3 4 (10)   報告等 

「維持管理業務における各業務の記

録を作成し、維持管理業務期間終了

時まで保管すること」とありますが、

P.89 の 5)①環境衛生管理業務では

「点検記録は法令等に定める期間保

存すること」とあります。これは業

務報告書は事業終了まで保管し、各

種法定点検等は法令に定める期間保

存するという理解でよろしいでしょ

うか。 

ご理解のとおりです。 

131 
要求水準

書 
86 第 3 4 (12) 1) ④ 修繕業務 

費用負担区分のうち、50万円(税込)

以上は貴市が実施し、貴市が負担す

るとなっています。例えば劣化等に

より同一の建材や機器等を同時に修

繕・交換等を実施する必要があった

場合には同一の修繕工事としてみな

していただくことは可能でしょう

か。 

施設の修繕等において、その費用が

50万円を超える場合、それが同一の

修繕工事であるかは、その内容や修

繕範囲、見積書等に基づき、両者で

の協議を通じて判断いたします。 

132 
要求水準

書 
86 第 3 4 (12) １） ④ 修繕業務 

予防保全（劣化等が顕在化していな

いが、耐用年数等を考慮して実施す

るものを含む）の観点から実施する

各種整備についても、修繕の負担区

分表に従うという認識でよろしいで

しょうか。 

(P87 2)建築設備保守管理業務と 

 P88 4)外構等保守管理業務 

 の修繕業務についても共通の質問

です。) 

予防保全の考えから実施する点検保

守について、修繕の負担区分表に準

じることで問題ありません。 

 

ただし、予防保全の考えに基づく保

守点検を市が費用を負担し実施する

場合は、実施するべき時期やその必

要性について、SPCと協議した上で行

うものとします。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

133 
要求水準

書 
86 第 3 4 (12) １） ④ 

維持管理業

務 

修繕費用の負担区分について、「1件

あたり税込 50万円」の単位の定義を

ご教示ください。同一の不具合に起

因して複数の部材や箇所を修繕する

場合、合算して判断するのでしょう

か、それとも部材ごと・発注ごとの

判断となるのでしょうか。 

施設の修繕等において、その費用が

50万円を超える場合、それが同一の

修繕工事であるかは、その内容や修

繕範囲、見積書等に基づき、両者で

の協議を通じて判断いたします。 

134 
要求水準

書 
86 第 3 4 (12) １） ④ 

維持管理業

務 

「市が投資的経費（新たな機能の付

加やグレードアップ等）に該当する

と認めるもの」は市負担とあります

が、部品の製造中止（ディスコン）等

により、同等品が入手できず、やむ

を得ず高機能な後継品に交換する場

合の費用負担はどうなりますか。 

市と SPC の協議を通じて市が判断し

ます。 

135 
要求水準

書 
86 第 3 4 (12) １） ④ 

維持管理業

務 

「災害等の突発的で指定管理者の対

応範囲を超えるもの」の”災害等”の

判断基準について、市が加入する保

険（市有物件災害共済会）の付保対

象であるか否かに関わらず判断され

るという認識で問題ないでしょう

か。具体的に想定される費用項目の

基準や保険の免責事項との関係をご

教示ください。 

現行の建物綜合損害共済（公益社団

法人全国市有物件災害共済会）に継

続して加入を予定しており、その付

保対象となるか否かを問わず、事案

毎に個別具体に両者の協議をもって

判断します。 

136 
要求水準

書 
88 第 3 4 (12) 4） ① 

芦城公園と

の境界部分

の植栽管理 

芦城公園との境界部分の植栽管理

（剪定・抜根等）および落ち葉清掃

の責任分担について、詳細な図面等

による境界指定はありますか。 

芦城公園における樹木の管理は市が

行いますが、SPCによる維持管理業務

に係る維持管理の範囲は、付属資料

02-2_別紙 1-1_事業予定地周辺図・現

状敷地図の本体事業（事業予定地）

です。 

137 
要求水準

書 
88 第 3 4 (12) 4） ① 

冬期間の除

雪業務につ

いて 

基本的には「敷地内での堆雪」を想

定されているとの理解でよろしいで

しょうか。 

ご理解のとおりです。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

138 
要求水準

書 
88 第 3 4 (12) 4） ① 

維持管理業

務 

芦城公園の樹木管理について、「市が

管理するが、適宜連携・協力するこ

と」とありますが、具体的な協力内

容と費用負担の範囲をご教示くださ

い。例えば、公園の樹木の落ち葉が

本施設の樋を詰まらせた場合の清掃

や、根が施設に干渉した場合の対応

は、SPCの維持管理業務（費用負担含

む）に含まれますか。 

複合施設等は芦城公園内に整備され

ることに鑑み、公園全体の美観や利

用者が安全に利用できることを主眼

として適宜連携・協力することとし

ております。このため、ご質問のと

おり、施設等への落ち葉落下による

清掃や樹木の根が干渉した場合は、

SPCの負担とします。 

139 
要求水準

書 
88 第 3 4 (12) 4) ① 

維持管理業

務 

除雪業務について、「芦城公園全体の

除雪は市が実施」とありますが、本

施設の利用者が通行する主要動線

（公園入口から施設玄関まで等）の

除雪順位や時間的な連携について、

市の計画があればご教示ください。 

公園内の除雪については、以下の⑴、

⑵の主要園路部を平日の日中にて、

市職員がエンジン式除雪機及び人力

にて除雪を行っています。 

⑴ 芦城公園正面から既存の図書館

前を経由し小松高校までの南北ルー

ト 

⑵ 市役所前から本陣記念美術館ま

で直線園路の東西ルート 

また、積雪深が 20cm以上となった場

合は、緊急的対応として、早朝及び

休日対応も実施しています。 

140 
要求水準

書 
89 第３ 4 (12) ５） ② 清掃業務 

「清掃業務によって発生したすべて

ゴミを収集、搬出、処理」とあります

が、事業予定地外から持ち込まれ投

棄されたもので、廃棄が困難なもの

については廃棄費用を貴市で負担い

ただけませんでしょうか。 

投棄された場合においては、SPCの負

担とします。公園内への不法投棄は

これまでほとんどなく、廃棄が困難

なものが投棄されたことはありませ

ん。 

141 
要求水準

書 
89 第３ 4 (12) 5） ② 清掃業務 

ゴミを収集、搬出、処理することと

ありますが、これまで既存図書館、

公会堂等にてゴミ収集等を行われて

いた事業者をご教授ください。 

既存図書館にて排出する一般ゴミに

ついては、市内の民間収集業者に処

理委託しています。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

142 
要求水準

書 
89 第３ 4 (12) 5） ② 清掃業務 

ゴミを収集、搬出、処理することと

ありますが、ゴミ置き場からの収集、

搬出まで運営業務として、ゴミ収集

事業者と SPC が契約を行い、その費

用を運営費用として計上が必要との

理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

143 
要求水準

書 
90 第 3 4 (12) 6) ② 

防火・防災

業務 

「防火管理者の定める防災計画に従

い」と記載がありますが、防火管理

者は貴市が選任されるとの理解でよ

ろしいでしょうか。 

防火管理者は SPC にて選任し、国や

消防署等に対し、必要な諸手続きに

ついて実施してください。 

144 
要求水準

書 
90 第４ 4 (12) ６） ② 

防火・防災

業務 

防火管理者が定める防災計画とあり

ますが、防火管理者は SPC から選任

しますでしょうか。 

防火管理者は SPC にて選任し、国や

消防署等に対し、必要な諸手続きに

ついて実施してください。 

145 
要求水準

書 
91 第 3 4 (12) 7） - 

維持管理業

務 

博物館エリア（収蔵庫・展示室）の 24

時間空調について、異常気象等によ

り通年よりも大きく上回る空調負荷

がかかり、当初三カ年の実績に基づ

き設定した光熱水費が著しく増大し

た場合の救済措置はありますか。 

光熱水費の支払方法の詳細は、市と

SPCの協議により定めますが、異常気

象等よる費用増大に対する救済措置

は現時点で想定していません。 

146 
要求水準

書 
91 第 3 4 (12) 7)  

その他特記

事項 

特別収蔵室、展示室の空調は 24時間

必須とありますが、停電時などは対

象外という理解でよろしいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。 

147 
要求水準

書 
97 第 5 2    自主事業 

博物館の特別展を数年間に１回程度

企画実施することを期待するとあり

ますが、特別展を実施する場合、そ

の内容は全て事業者が企画・提案し

費用も独立採算で実施する必要があ

る。との理解でお間違いないでしょ

うか。 

ご理解のとおりです。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

148 
要求水準

書 
98 第５ 3    

その他付帯

事業 

芦城公園内任意提案範囲を検討する

場合の使用料は、小松市都市公園条

例第 10条（使用料）に基づき算出す

るものという理解でよろしいでしょ

うか。 

ご理解のとおりです。 

149 
要求水準

書 
98 第５ 3    

その他付帯

事業 

その他付帯事業を実施する企業は、

SPC、代表企業、構成企業または協力

企業とございますが、市との契約関

係は、当該事業を実施する主体とな

る「SPC、代表企業、構成企業または

協力企業」が契約先となるという理

解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

150 
要求水準

書 
98 第５ 3    

その他付帯

事業 

その他付帯事業を実施するにあた

り、市と SPC が契約する場合の他、

市と代表企業や構成企業、協力企業

が契約する場合等が考えられます

が、提案実現が困難となった場合の

違約金等の契約条件は、定められて

いますでしょうか。 

定めていません。 

151 

要求水準

書 別紙

２ 

4      
収蔵庫（共

通） 

現在、収蔵品において不安定な作品

（転倒防止が必要なもの）は何点ご

ざいますか。 

不安定な作品については、作品毎に

箱に格納するなどの工夫を図りなが

ら収蔵しており、九谷焼など多数あ

ります。不安定なものの定義が明確

に判断しがたく、点数について回答

を差し控えます。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

152 

要求水準

書 別紙

２ 

4      
収蔵庫（共

通） 

デジタル作品においての収蔵方法は

ローカル（記録媒体での保存）でし

ょうか。 

博物館におけるデジタル作品の保存

に関しては、ローカル（記録媒体で

の保存）は、保存の一形態として重

要ではありますが、単独では十分と

は言えず、作品により、冗長化やク

ラウドサービスによる保存など、他

の保存方法と併用することが望まし

いと考えております。その作品が文

化財等としての価値を長期的に維持

できるよう、適切な保存方法を検討

し提案してください。 

153 

要求水準

書 別紙

２ 

7      展示室 

書架やパソコン・大型モニター・可

動式プロジェクター等の設備も SPC

で準備するものでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

154 

要求水準

書 別紙

２ 

7      展示室 

天井設置のプロジェクターは企画

展・特別展での準備したパソコンを

接続する意図でしょうか。 

ご理解のとおりです。 

155 

要求水準

書 別紙

２ 

7      展示室 

行燈型ガラス展示ケースは縦型でし

ょうか。 

行燈型ガラス展示ケースは縦型を想

定しており、目安となる寸法を要求

水準書 別紙２に加筆しました。な

お、行燈型ガラス展示ケースとは４

方向から展示物を見ることができる

ケースです。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

156 

要求水準

書 別紙

２ 

8      展示室 

展示室内の壁面 2 面の展示ケースは

数量（ｍ）の下限がございますか。 

数量（ｍ）は展示室の壁面の長さに

よります。基本的には壁面２面が概

ね展示ケースになることを想定して

おり、必ずしも壁面全面が展示ケー

スになる必要はありませんが、極端

に矮小化されることは避けてくださ

い。また、壁面の途中で柱などによ

り展示ケースが分断されていてもか

まいません。 

157 

要求水準

書 別紙

２ 

8      展示室 

壁面 2 面の展示ケースの内部はベー

ス照明程度でよろしいでしょうか。 

壁面２面の展示ケースの内部はベー

ス照明のほか、天井にスポットライ

トレールを設けてください。なお、

壁面２面の展示ケース外のスポット

ライトレールについては、移動壁等

に十分に行き届くよう配慮してくだ

さい。 

158 

要求水準

書 別紙

２ 

4      
ミーティン

グスペース 

キッチン機能は、ミーティングスペ

ースとして設定する諸室のどこか一

か所のみ設置すればよいという理解

でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

159 

要求水準

書 別紙

２ 

5      特別収納庫 

二重構造部分の空気層も空調を行う

こととありますが、これは温湿度環

境の安定性を確保するために、二重

壁等の内部へ空調空気を強制循環さ

せるシステムが必須であるという理

解でよろしいでしょうか。 

仮に、室内環境が所定の温湿度条件

を満たせる場合、空気層への空調を

行わない高断熱・高気密な二重構造

とすることは許容されますでしょう

か。 

収蔵庫内の温湿度環境の安定性を確

保するためです。収蔵庫内の環境が

条件を満たされるのであれば、空気

層への空調を行わない高断熱・高気

密な二重構造としてもかまいません

が、条件が満たされないのであれば、

空気層への空調を行うようにしてく

ださい。 

なお、同条件を求める一時収蔵庫に

ついても同様の考え方です。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

160 

要求水準

書 別紙

２ 

8      展示室 

展示室内の壁面２面に作り付け非移

動式（固定）の壁面展示ケースを設

けること。とありますが、この 2 面

は壁全面を指しているのでしょう

か。それとも壁の一部に展示ケース

を設けることという理解でよろしい

でしょうか。 

壁面２面の展示ケースについては、

全面である必要ありませんが、極端

にスペースが矮小化することは避け

てください。 

161 

要求水準

書 別紙

２ 

8      
多目的スペ

ース 

スクリーンやディスプレイ等は～と

記載がありますが、ディスプレイの

みの設置でも問題ないでしょうか。 

問題ありません。 

162 

要求水準

書 別紙

２ 

8      
市民ギャラ

リー 

ギャラリーの使用者が休憩できる場

所は提案によるとありますが、任意

提案という理解でよろしいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。 

163 

要求水準

書 別紙

２ 

9      
ティーンス

タジオ 

活動例にある軽い運動の具体的な運

動は事業者提案であり、活動例に記

載の内容は必須ではないという理解

でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

164 

要求水準

書 別紙

２ 

11      
ビジネス支

援スペース 

ディスプレイを設置することとあり

ますが、このディスプレイは利用者

が持ち込んだ PC などの画面を表示

するために利用する予定と理解して

よろしいでしょうか。 

ビジネス支援スペースはリビングラ

ボと共有するスペースのため、ワー

クショップや打ち合せを行う際の大

型ディスプレイや、ビジネス利用者

の支援として持ち込んだ PC を接続

し、２画面で作業するためのディス

プレイなどを想定していますが、諸

室の機能や規模等にあわせて応募者

の提案によるものとします。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

165 

要求水準

書 別紙

２ 

11      
ビジネス支

援スペース 

賑わいセンターの職員（１～２名程

度）がコミュニティマネージャーと

して常駐するためのスペースを確保

すること。とありますが、スペース

のみを確保すればよろしいでしょう

か。スペースとは間仕切り等が必要

でしょうか。 

賑わいセンターの職員がコミュニテ

ィマネージャーとして常駐するスペ

ースには、カウンターやデスクなど

コミュニティマネージャーが常駐し

て執務可能な什器を設置することと

します。想定する什器について、要

求水準書 別紙２を修正しました。 

166 

要求水準

書 別紙

２ 

6 - - - - - 

博物館バッ

クヤード

（収蔵庫 

収蔵物の入

れ替えにつ

いて） 

収蔵物の入れ替えの頻度はどの程度

行うことを想定されていますでしょ

うか。また、資料を収蔵庫に収蔵す

るまでの流れ（整理作業・実測・撮影

等）について、御要望がございまし

たら、ご教示お願いいたします。 

収蔵物の入替頻度は、年４回（概ね、

春・夏・秋・冬）の企画展毎の入替を

想定しています。 

また、他館への貸出などの場合にお

いては、その都度、出し入れが発生

します。 

新規の収蔵の際しては、整理・実測・

撮影等を市が担います。 

167 

要求水準

書 別紙

２ 

6 - - - - - 
移動可能な

展示ケース 

『展示台や展示ケースを収納するの

に十分な広さを持つ空間を整備する

こと』とありますが、別紙２のＰ７

にお示しいただいている『移動可能

な展示ケース』の数量を収納できる

広さととらえてよろしいでしょう

か。また、『移動可能な展示ケース』

のサイズは提案することでよろしい

でしょうか。 

その数量をすべて収納できる広さと

とらえてください。 

移動可能な展示ケースのサイズにつ

いては、標準的なサイズとして、概

ね以下のサイズを想定しています。 

 

平 型 覗 き ガ ラ ス 展 示 ケ ー ス

（W1,500×D900×H900 ㎜）６～８台

（照明付き） 

 

縦 型 ガ ラ ス 展 示 ケ ー ス

（W2,700×D1,200×H2,700㎜）４台

（照明付き。背面に展示用の壁面及

びピクチャーレール付き） 

 

行 燈 型 ガ ラ ス 展 示 ケ ー ス

（W900×D900×H2,100㎜）４台（照

明付き。高床フレームレス） 

要求水準書 別紙２を修正しました。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

168 

要求水準

書 別紙

２ 

13      

関係者以外

立ち入り禁

止（その他

機能③） 

執務室などで市学芸員は３～６人を

想定しているとありますが、常に 3

～6 人の職員が施設に勤務している

という理解でよろしいでしょうか。

常勤、非常勤の区分があればそれぞ

れの人数を教えてください。 

ご理解のとおりです。 

常勤、非常勤に区分については、市

全体の組織体制も考慮し配置される

ため、現時点ではお答えしかねます。 

169 

要求水準

書 別紙

２ 

5      

一般収蔵庫 

【300㎡以

上】 

一般収蔵庫【300㎡以上】の「什器・

備品（建築に付随しない整備）」の項

目に「積層棚を整備すること」と記

載がございますが、積層棚の設置は

必須となりますでしょうか。 

必須です。 

170 

要求水準

書 別紙

２ 

6      
博物館バッ

クヤード 

小項目に「博物館バックヤード【200

㎡以上】」とありその機能として「バ

ックヤード機能（展示設備補完、展

示作業）」と「トラックヤード」がご

ざいますが当該【200㎡以上】の面積

の中にトラックヤードは含まれない

と考えてよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

171 

要求水準

書 別紙

２ 

6      

博物館バッ

クヤード 

ーバックヤ

ード機能 

（展示設備

保管、展示

作業） 

「「関係者以外立入り禁止（その他機

能③）」内の機能（100㎡程度）と融

合させて、バックヤード機能を確保

する（計 200㎡）」と記載がございま

すが、融合の意図をご教示ください。 

バックヤード機能は基本的には関係

者のみが立ち入りできるスペースで

あることから、関係者以外立ち入り

禁止（その他機能③）に示す機能と

親和性が高いと考えられる機能につ

いてのみ、融合いただければ問題あ

りません。（ごみ集積所など） 

172 

要求水準

書 別紙

３ 

2  2 (3)   基本的事項 

コレクションハブの展示内容につい

て「定期的に更新し」とありますが、

年間更新回数の目途（下限）を想定

されていましたらご教示ください。 

別紙３ P3 に記載の更新の考え方を

もとに、ご提案に委ねます。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

173 

要求水準

書 別紙

６ 

2  3 (1)   
基本的な構

成 

融合システムの構築にあたり、既存

の市システム・基盤との連携必須範

囲、改修不可領域が定まっていれば

ご教示ください。 

図書館資料や博物館資料等の横断検

索等を求めていることから、蔵書 DB

の移行や博物館資料 DB との連携は

必須と想定していますが、改修不可

領域については、現時点でお答えし

かねます。 

その他、座席・諸室予約システム等

については、既存の市のシステムと

の連携は想定していません。 

174 

要求水準

書 別紙

６ 

3  5 (1) １）  図書館機能 

「現行のシステム（最終頁参照）と

同じシステムを活用する提案を妨げ

ない」との表記がありますが、シス

テムのパッケージ機能を基本とする

なかで、現行のシステムベンターに

複数企業群から取り扱いのオファー

があった場合、ベンダーが企業群を

選別（順位付け）するような可能性

については、どのようお考えになり

ますか。 

健全な競争が妨げられることは、本

プロポーザルの趣旨に反するものと

考えており、現行のシステムを活用

する提案を誘導する意図はありませ

ん。民間事業者の自由な提案活動を

否定しません。また、本市としては、

事業者間の公平な競争環境が維持さ

れることを前提としているほか、審

査においても、提出された提案書の

内容に基づき、客観的な評価基準に

従って厳正に行います。 

175 

要求水準

書 別紙

６ 

3  5 (1)   図書館機能 

質問者の特殊な技術、ノウハウ等に

係るもの、質問者の権利、競争上の

地位その他正当な利益を害するおそ

れがあるため、公表を控えます。 

― 

176 

要求水準

書 別紙

６ 

3  5 (1)   図書館機能 

質問者の特殊な技術、ノウハウ等に

係るもの、質問者の権利、競争上の

地位その他正当な利益を害するおそ

れがあるため、公表を控えます。 

― 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

177 

要求水準

書 別紙

６ 

3  5 (8)   図書館機能 

南部図書館、空とこども絵本館の蔵

書については『市域全体での図書館

サービスを提供すること』とありま

すが、2030年の開業時に、現在図書

館で使用している図書館システムと

は異なる機種が採用された場合、南

部図書館、空とこども絵本館の図書

館システムも新システムに切り替え

る運用になるのでしょうか。 

市全体の図書館サービス及び博物館

サービスのあり方（サービス一体運

用、相互貸借、費用・移行負担等）を

踏まえ、今後検討することとなりま

す。 

178 

要求水準

書 別紙

６ 

2  3 (1) ３）  
基本的な構

成 

市が調達する「I.B.MUSEUM SaaS」を

前提に融合システムを整備すること

になりますが、当該システムの仕様

変更時や調達が困難になった場合の

リスク分担についてお示しくださ

い。 

仕様変更時については、その内容に

より両者にて協議するものとしま

す。 

調達が困難になった際の対応につい

ては、市がリスクを負うものと考え

ています。 

179 

要求水準

書 別紙

６ 

4  5 (2)   
博物館シス

テム 

市の職員が使用するパソコン等は市

が確保するとありますが、市の職員

が使用する専用インターネット回線

等も市が確保されますでしょうか。 

要求水準書 P36 に記載のとおり、市

の職員が使用するインターネット回

線については、市の負担で公共ネッ

トワーク（４芯）の引き込みを想定

しています。 

 

引込時には、他の回線の引込時期と

あわせるなど、市が契約する通信事

業者との連携を図ることとします。 

180 

要求水準

書 別紙

６ 

5  6 (9)   

融合システ

ム運用業務

の要求水準 

「更新内容は、更新年度の１年前に」

とありますが、例えば、令和１７年

１０月に更新する場合、令和１６年

４月には更新内容を決定するという

ことでしょうか。 

更新年度の前年度中には決定するこ

ととします。 

要求水準書 別紙６を修正しました。 

181 

要求水準

書 別紙

６ 

7  8 (2)   
その他

（２） 

南部図書館やこども絵本館等の図書

館システムの調達は本事業の範囲外

と捉えてよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

182 

要求水準

書 別紙

６ 

1  2 (1) １）  

ユニバーサ

ルデザイン

について 

ユニバーサルデザインへの配慮につ

いて、具体的な目標（例：WCAG 2.2 

AA準拠等）を想定されていますか。

想定されている場合、準拠レベルを

ご教示ください。 

小松市ウェブアクセシビリティ方針

において、「JIS X 8341-3:2016の適

合レベル AAに準拠」することを目標

としており、可能な限り、当方針に

準拠ください。 

 

ただし、市が要求水準書等で示すコ

ンセプトや機能などを実現する上

で、準拠するレベルは事前に協議で

きるものとします。 

 

また、参考として、市の公式ホーム

ページにおいて、JIS試験結果を２年

に１度公表しておりますのでご参照

ください。 

 

（参考）小松市ウェブアクセシビリ

ティ方針 

https://www.city.komatsu.lg.jp/s

oshiki/1006/koho/site/1305.html 

 

（参考）JIS X 8341-3:2016に基づ

く試験結果表示 

https://www.city.komatsu.lg.jp/s

oshiki/1006/koho/site/16654.html 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

183 

要求水準

書 別紙

６ 

2  3 (1) 1)  

図書館シス

テムとの連

携について 

融合システムの構築にあたり、図書

館システム（パッケージ製品）や電

子書籍等との連携が求められていま

す。これらの製品・サービスが API連

携や認証基盤（SSO等）の連携等に対

応していない場合、または対応して

いても技術的・契約的制約により連

携が困難な場合、当該要件について

はどのような取扱いとなりますか。

代替手段による実現や、要件の見直

し等の協議が可能かどうかをご教示

ください。 

要求水準の未達に該当するおそれが

ありますが、代替手段によって同等

以上のシステム連携等が実現できる

場合は、認める場合があります。競

争的対話においてご確認ください。 

184 

要求水準

書 別紙

６ 

2  3 (2)   

本事業にお

ける SPCの

業務範囲に

ついて 

ジャパンサーチへの連携等の外部連

携等の調整事務に関して、SPCの役割

の想定をご教示ください。 

ジャパンサーチとの連携についての

調整事務は、SPCにて実施することを

原則としますが、必要に応じて市が

協力します。この場合、SPCの主な役

割は、次の内容を想定しています。 

 

1.認定されたパッケージシステムの

選定・導入、適切な設定 

2.システム構築 

3.権利処理 

4.資料デジタル化 

5.目録データの登録 

6.閲覧画面の作成 

 

他の公共図書館との連携について

は、市が調整事務を担います。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

185 

要求水準

書 別紙

６ 

3  5 (1) ３）  SLAについて 

融合システムについて「クラウドサ

ービスを利用」（p.4）することが求

められる一方、「24 時間 365 日いつ

でも蔵書検索・予約を行うことがで

きるようにすること」（p.3）と記載

されています。一般的なクラウドサ

ービス（SaaSを利用した場合を含む）

では計画メンテナンス等による一時

的な停止が発生しますが、本要件に

おける計画停止の許容範囲につい

て、市のお考えをご教示ください。 

サービスの提供時間は、24 時間 365

日としますが、計画停止は除きます。

その範囲は、利用者の利便性を損ね

ない範囲とし、応募者にて提案して

ください。 

 

開館時間帯は、99.9％程度、閉館時

間帯は、99.0％程度の稼働率を目標

とすることを期待しています。 

186 

要求水準

書 別紙

６ 

3  5 (1) ３）  SLAについて 

一般的な図書館システムでは、検索

データベースの更新作業や書誌デー

タの同期処理等のため、深夜帯に一

部サービスを計画停止する運用が行

われています。本事業においても同

様の計画停止は許容されると理解し

てよいでしょうか。許容される場合、

停止可能な時間帯や事前告知等の条

件があればご教示ください。また、

システム全体の稼働率について、サ

ービスレベルの目標値を別途定める

予定があればお聞かせください。 

許容します。条件は、要件化しませ

んが、利用者の利便性を損ねない条

件とし、応募者にて提案してくださ

い。 

 

開館時間帯は、99.9％程度、閉館時

間帯は、99.0％程度の稼働率を目標

とすることを期待しています。 

187 

要求水準

書 別紙

６ 

3  5 (1) ７）  
利用頻度に

ついて 

I.B.MUSEUM SaaS ではどれくらいの

頻度で、どのような情報を更新して

いますか。近年の日常業務での利用

状況（定期的に業務として行ってい

る/ どこかのタイミングでまとめて

登録している等）と合わせてご教示

ください。 

定期的には行っていません。寄贈等

で資料が収蔵されたときや、展覧会

等の業務の合間に資料整理作業・登

録作業を行っています。 



募集要項等に関する質問（参加資格関連以外に関する事項）に対する回答 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

188 

要求水準

書 別紙

６ 

3  5 (1) ７）  

各機能の利

用状況につ

いて 

貸出管理等、I.B.MUSEUM SaaS で利

用可能な機能のうち、現状は利用で

きていないが今後利用を検討したい

機能等があればご教示ください。 

画像データ等の二次利用の促進（オ

ープンデータ）など、利用者の利便

性に資する機能の活用は活用してい

きたいと考えています。 

189 

要求水準

書 別紙

６ 

3  5 (1) ７）  

図書館シス

テムとの連

携について 

I.B.MUSEUM SaaS と図書館システム

（OPAC等）との連携について、現時

点で想定されている連携対象となる

データ項目があればご教示くださ

い。 

図書館資料や博物館資料等の横断検

索等を求めていることから、蔵書 DB

の移行や博物館資料 DB との連携は

必須と想定しています。 

190 

要求水準

書 別紙

６ 

3  5 (1) ９）  

ジャパンサ

ーチ等との

連携につい

て 

国立国会図書館およびジャパンサー

チとの連携について、開館時点での

連携開始を必須とされているか、段

階的な整備を許容されるか、現時点

でのお考えをご教示ください（デー

タ整備の状況等に依存するため質問

するものです）。 

近年、国立国会図書館においても個

人向けのサービスやオンライン資料

の収集強化など、幅広く行っている

ほか、ジャパンサーチにおいても、

多様な分野の日本のデジタルアーカ

イブを統合し、横断的に検索・閲覧・

活用できるプラットフォームを提供

することで、文化・学術コンテンツ

の発見可能性を高め、誰もが日常的

に利用できる豊かな創造社会を実現

するために運用がなされています。 

 

そのため、市ではこれらのサービス

においても、広く利用者の利便性に

寄与するものと捉えており、その周

知や操作方法の説明、データ連携等

について、期待をしていますが、開

館時点で連携されている必要はあり

ません。 

191 

要求水準

書 別紙

６ 

3  5 (1) 11）  
ハードウェ

アについて 

ハードウェアの「5年間継続使用」に

ついて、起算点は開館時と理解して

よいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 



募集要項等に関する質問（参加資格関連以外に関する事項）に対する回答 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

192 

要求水準

書 別紙

６ 

3  5 (1) 11）  
ICタグにつ

いて 

新施設開館に向けた既存蔵書への IC

タグ貼付を行う場合、以下の点をご

教示ください。①貼付作業の実施主

体（市または SPC）、②ICタグ購入費

用および貼付作業費用の負担（市ま

たは SPC）、③対象となる既存蔵書の

概数、④実施時期の想定（開館前一

括または段階的移行）。 

①SPC、②SPC、③約 20万冊、④開館

前一括です。 

193 

要求水準

書 別紙

６ 

4  5 (2)   

職員用パソ

コンについ

て 

市が確保する職員用パソコン及びネ

ットワークについて、融合システム

へのネットワーク接続およびセキュ

リティ設定はどちらの負担で実施さ

れる想定でしょうか。 

市が確保する職員用（学芸員用）の

パソコン及びネットワークについて

は、市が接続及びセキュリティ設定

を実施することを想定しています。 

 

なお、要求水準書 P36 に記載のとお

り、市の職員が使用するインターネ

ット回線については、市の負担で公

共ネットワーク（４芯）の引き込み

を想定しています。 

 

引込時には、他の回線の引込時期と

あわせるなど、市が契約する通信事

業者との連携を図ることとします。 

194 

要求水準

書 別紙

６ 

4  5 (2)   

職員用パソ

コンについ

て 

市が確保する職員用パソコンについ

ては、インターネット回線を用いて

接続し、LGWANから融合システムへの

接続は行わない想定でよろしいでし

ょうか。 

融合システムはクラウドを想定して

おり、市の職員用パソコンのネット

ワーク接続は、石川県情報セキュリ

ティクラウドを通した接続を予定し

ています。LGWANから接続の予定はあ

りません。 



募集要項等に関する質問（参加資格関連以外に関する事項）に対する回答 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

195 

要求水準

書 別紙

６ 

4  5 (2)   

職員用パソ

コンについ

て 

LGWAN への接続が必要になる市の業

務等の対応については、別途回線・

端末を用意する想定と理解してよろ

しいでしょうか。LGWANへ接続する機

器・ネットワーク等が必要な場合、

その費用負担は市側になると考えて

よろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

 

なお、要求水準書 P36 に記載のとお

り、市の職員が使用するインターネ

ット回線については、市が公共ネッ

トワーク（４芯）を引き込むことを

想定しており、引込時には、市が契

約する通信事業者と調整の上、ケー

ブル敷設を行ってください。 

196 

要求水準

書 別紙

６ 

4  5 (2)   

他館の収蔵

品情報につ

いて 

他館の収蔵品情報について位置づけ

（他に原本となるデータベースがあ

るのか等）をご教示ください。今後も

I.B.MUSEUM SaaS での共同運用管理

を継続されますでしょうか。それと

も切り分けての管理を行う想定でし

ょうか。 

小松市立博物館の一部を除いた自然

資料と尾小屋鉱山資料館の資料につ

いては、I.B.Museum SaaSに登録さ

れておらず、エクセルデータがある

ほか、博物館の自然資料については

サイエンスミュージアムネットの標

本情報に登録されています。 

 

これらについては、今後、I.B.Museum 

SaaSでの共同運用管理を想定してい

ます。 

197 

要求水準

書 別紙

６ 

4  5 (3) ２）  
著作権処理

について 

横断型デジタルアーカイブで公開す

るコンテンツについて、著作権等の

権利処理は市が実施済みのものを対

象とする想定でしょうか。SPCによる

権利処理支援を想定される場合はそ

の範囲をご教示ください。 

公開するコンテンツについては、権

利処理が実施済のものはダウンロー

ド可能とし、権利処理が未実施のも

のは、コピーガード等の対応が必要

なものと想定しています。 

 

博物館資料の画像に係る権利処理に

ついては市が行うことを想定してい

ます。 

198 

要求水準

書 別紙

６ 

4  5 (4) １）  
個人情報保

護について 

融合システムの構築・運用にあたり、

ISMS、プライバシーマーク等の認証

取得を要件としない認識で良いでし

ょうか。要件とされる場合その対象

範囲をご教示ください。 

ご理解のとおりです。 



募集要項等に関する質問（参加資格関連以外に関する事項）に対する回答 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

199 

要求水準

書 別紙

６ 

4  5 (4) ２）  

クラウドサ

ービスにつ

いて 

クラウドサービスの利用にあたり、

データセンターの所在地要件等はあ

りますか。 

ありません。 

200 

要求水準

書 別紙

６ 

5  6 (5)   

システムト

ラブルにつ

いて 

「システムトラブル及び機器・通信

障害等のトラブルが発生した場合、

迅速な対応・復旧作業を行うこと」

について、夜間・休日に障害が発生

した場合の主要サービス毎の復旧目

標時間（RTO）として想定されている

水準があればご教示ください。また、

監視体制のレベルに関するお考えも

お聞かせください。 

復旧目標時間について、主要サービ

スごとには特に想定していません

が、障害の 95％は、６時間以内に復

旧又は代替手段を講じることを目標

とすることを期待しています。 

 

監視体制は、提案に委ねます。 

201 

要求水準

書 別紙

６ 

5  6 (8)   

システム更

新の費用負

担について 

5 年毎のシステム更新・改善につい

て、更新に要する費用負担の想定等

があればご教示ください。 

原則 SPC ですが、内容によっては協

議によって決定します。 

202 

要求水準

書 別紙

６ 

6  7 (2) ３）  
投稿機能に

ついて 

利用者同士が交流できるオンライン

コミュニティ機能について、投稿内

容の監視・不適切投稿への対応（モ

デレーション）は SPC の業務範囲と

なりますか。また、投稿に関するト

ラブル発生時の責任分担についてお

考えがあればご教示ください。 

前段については、ご理解のとおり、

SPCの業務範囲です。 

 

後段の責任分担は、個別具体的な事

情によりますが、情報流通プラット

フォーム対処法を遵守して対応する

ことを想定しています。具体的には、

削除依頼への対応等です。 

203 

要求水準

書 別紙

６ 

7  8 (1)   
データ移行

について 

現行の図書館システム（WebiLis V4）

から新システムへのデータ移行につ

いて、現事業者の協力をいただくこ

とは可能でしょうか。その場合の費

用負担についての想定をご教示くだ

さい。 

協力の内容について不明確なため、

回答しかねます。 



募集要項等に関する質問（参加資格関連以外に関する事項）に対する回答 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

204 

要求水準

書 別紙

６ 

7  8 (1)   
データ移行

について 

現行の図書館システム（WebiLis V4）

から新システムへのデータ移行につ

いて、移行作業の責任分界点をご教

示ください。また、検討のための既

存データの形式・定義・件数等の情

報提供時期をご教示ください。 

市及び SPC との協議によって決定し

ます。 

205 

要求水準

書 別紙

６ 

4  5 (2)   
博物館シス

テム 

「早稲田システム開発株式会社が提

供する製品「I.B.MUSEUM SaaS」を市

が調達する。SPCは、同製品の Web API

を利用し、同製品と融合システムを

機能連携させ」と記載がございます

が、市が調達する「I.B.MUSEUM SaaS」

を前提に融合システム整備を進める

上 で 、 シ ス テ ム 連携 の た め に

「I.B.MUSEUM SaaS」側で費用がかか

る場合、その費用は市が負担すると

いう理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

206 

要求水準

書 別紙

７ 

  5    留意事項 

利用者の個人情報保護や予約・利用

データの分析等、プライバシーポリ

シー等の整備が必要になるシーンが

想定されますが、条件にあわせて現

行規約及びポリシー類の改訂が必要

になった場合の起案・改訂作業の役

割分担について現時点での想定をご

教示ください。 

法改正や市の条例・規約等に基づく

場合は市が担い、それ以外の場合は、

SPCが担うことを想定しています。 

207 

要求水準

書 別紙

８ 

1  1    利用料金 

賑わいセンターが、リビングラボス

ペース等を占有利用する場合が想定

されますが、その場合の利用料金の

発生有無または減免についてご教示

ください。 

賑わいセンターがリビングラボスペ

ースを占有利用する場合も利用料は

発生します。 

 

減免については要求水準書 別紙８

に記載のとおりとします。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

208 

要求水準

書 別紙

８ 

1  2    減免対象 

市が関与する施設利用については、

減免対象となりますが、年間の利用

回数の想定をお示しください。 

現時点での利用回数の想定は未定で

す。 

209 

要求水準

書 別紙

８ 

1      利用料金 

諸室によっては、機材や備品を使え

る場所もありますが、それらの使用

料金は、約 8～10円（税込）/時間・

㎡とは別に設定しても良いという理

解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。利用者の利便

性・満足度に資する柔軟な料金設定

について、応募者の提案を可としま

す。 

210 

要求水準

書 別紙

９ 

1  2    

リビングラ

ボの運営と

連携体制 

リビングラボとの開業前の協働につ

いて、市民への呼びかけ、集客は賑

わいセンターが主管で担ってもらえ

るのでしょうか。市外事業者のため、

地域へのパスが乏しいことからの質

問です。 

企画運営会議等において、賑わいセ

ンターと連携を図っていくことして

います。 

211 

要求水準

書 別紙

９ 

4   (1)   

こまつリビ

ングラボ連

携業務の役

割分担表 

賑わいセンターが担う内容：「活動と

してのリビングラボで使用する備品

を手配したり管理したりする。」につ

いて、この備品は、賑わいセンター

の支出でよいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

212 

要求水準

書 別紙

９ 

4   (5)   

こまつリビ

ングラボ連

携業務の役

割分担表 

SPC が担う内容「企画運営会議を通

じ、複合施設全体の事業計画を作成

し、企画・運営を行う。」という活動

と、賑わいセンターの担う「企画運

営会議に参画し、SPCと連携を図りな

がら、活動としてのリビングラボの

活動計画を作成し、企画・運営する」

という活動は、どういう接続を意図

されているのでしょうか。前者は施

設の企画運営を、後者はリビングラ

ボの企画運営を、というように読め

ます。 

ご提示いただいた解釈で問題ありま

せん。SPCが主導して複合施設全体の

事業計画を包括的に策定した上で、

賑わいセンターも企画運営会議に参

画・連携することを想定しています。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

213 

要求水準

書 別紙

９ 

4   (6)   

こまつリビ

ングラボ連

携業務の役

割分担表 

広報・集客：「来型図書館のホームペ

ージや SNS 等において、場としての

リビングラボの PR を行う。」につい

て、PRに関連する原稿作成や、集客

業務（集客責任）等は、賑わいセンタ

ーの業務という理解でよろしいでし

ょうか。 

場としてのリビングラボの管理運営

は SPC が担うこととしており、ホー

ムページや SNS におけるスペースの

紹介や利用促進は SPC が行うことと

します。一方で、活動としてのリビ

ングラボの PRや成果の公表、利用促

進は賑わいセンターが行うことと

し、両者が関連し合うまたは一体と

なった PR については SPC と賑わい

センターが協議のうえ行うものとし

ます。 

214 

要求水準

書 別紙

９ 

5  4    備考 

「リビングラボ（スペース）の利用

料金の収受及び維持管理業務は、SPC

が実施する。」とありますが、ここで

の「維持管理業務」とはどのような

業務を指しますでしょうか。 

主に、什器備品等保守管理や清掃等

を想定しています。 

215 

要求水準

書 別紙

９ 

5      

賑わいセン

ターの職員

が常駐する

スペースに

ついての確

認 

「賑わいセンターの職員が常駐する

スペースの什器（デスク、カウンタ

ー等）は、SPCの負担とする。」との

記載がありますが、必要な什器のリ

ストをご提示いただけませんでしょ

うか。 

また、常駐される賑わいセンターの

職員の方は、リビングラボ内に常駐

される想定と拝察しますが、常駐場

所をリビングラボ内とされた背景を

教えてください。 

想定する什器について、要求水準書 

別紙２を修正しました。 

賑わいセンターの職員は、コミュニ

ティマネージャーとして、地域に根

差した情報提供・情報収集を行うこ

とや市民や関係者等の共創の取り組

みを円滑に進める役割を担うため、

その拠点となるリビングラボ内に常

駐することとしています。 

216 

要求水準

書 別紙

９ 

1  2    

こまつリビ

ングラボの

運営と連携

体制 

コミュニティマネージャーの配置日

数・時間帯の想定をお示しください。 

現時点では未定です。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

217 

要求水準

書 別紙

９ 

5  4    備考 

賑わいセンターの職員が行う事業に

必要な専用インターネット回線の調

達は不要と考えてよろしいでしょう

か。 

セキュリティの観点から、賑わいセ

ンターが担うインターネット回線も

別途調達を行ってください。なお、

その通信費は賑わいセンターが負担

し、市を介して支払うことを想定し

ています。 

ただし、ファイアウォールやアクセ

スポイント等の設定において、セキ

ュリティ的な切り分けが可能であれ

ば、この限りではありません。 

218 

要求水準

書 別紙

10 

2  5    費用負担 

市が施設整備のサービス対価として

負担し、SPCに支払う「建築躯体、給

排水配管、空調ダクト、電気配線、空

気調和機、衛生器具、閲覧スペース

における椅子や机等の什器・備品等」

は、募集要項 P28 で示されている

（５）上限価格の金額に含まれます

でしょうか。それとも別途、見積り

に基づいて市が計上するものでしょ

うか。 

上限価格に含まれます。 

219 

要求水準

書 別紙

10 

1  2    

行政財産使

用料の支払

い時期 

サービス対価の支払が原則として

「四半期ごと」であるのに対し、行

政財産使用料（カフェ建物分）の支

払が「毎月」となっている場合、事務

負担軽減および資金効率の観点か

ら、使用料の支払サイクルをサービ

ス対価の支払時期に合わせた四半期

ごとに変更することは可能でしょう

か。 

小松市行政財産使用料徴収条例第 3

条第２項の規定に基づき、使用料の

徴収上理由があると認められる場合

は協議が可能です。 



募集要項等に関する質問（参加資格関連以外に関する事項）に対する回答 

66 

 

No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

220 

要求水準

書 別紙

10 

1  3    

カフェの貸

付範囲外部

分における

確認 

カフェの貸付範囲外である「客席部

分」や「通路」において、施設の魅力

向上や利用者の利便性向上に資する

物販（地域産品や関連グッズの販売

等）を臨時または恒常的に実施する

ことは容認されますか。 

期待しています。なお、行政財産使

用料は発生することにご留意くださ

い。 

221 

要求水準

書 別紙

10 

2  5    費用負担 

市が負担する費用に椅子や机等の什

器備品が記載されていますが、これ

は、利用者の便に供する机・椅子に

含むという理解でよろしいでしょう

か。 

閲覧スペースにおける椅子や机等の

什器・備品等は、施設整備のサービ

ス対価として市が負担し、SPCに支払

うことが可能です。 

 

また、市が約 1.5 億円（税込）の範

囲内で調達する利用者の便に供する

机・椅子・ソファに含めることも可

能です。 

 

ただし、カフェ専用の客席や個室を

別途設ける場合は、その什器・備品

等は利用者の便に供する机・椅子・

ソファに含みません。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

222 

要求水準

書 参考

資料１ 

2      

小松城三の

丸における

埋蔵文化財

の状況 

要求水準書 P.20に「三の丸地下遺構

（市が実施する試掘調査結果に基づ

く保存方法の検討に～協力するこ

と）」と記載がございます。また、参

考資料１には赤色の「調査未了区域」

や黄色の「未調査の～包蔵地範囲」

とございますが、エリアごとの当該

調査時期等について、ご教示願いま

す。 

また協力にあたり、事業者側に費用

増加が発生する場合は、市が負担す

るという理解でよろしいでしょう

か。 

事業予定地内の参考資料１に示す赤

色の「調査未了区域」及び黄色の「未

調査の～包蔵地範囲」については、

複合施設等の建設の着工までの期間

において、試掘調査する予定であり、

試掘結果は令和８年度に実施する予

定としており、結果については今後、

公表します。 

 

なお、複合施設の着工にあたって、

赤色の「調査未了区域」及び黄色の

「未調査の～包蔵地範囲」について

は、市埋蔵文化財センターと協議を

行うこととし、石川県へ文化財保護

法（昭和 25 年法律第 214 号）第 94

条第１項の規定により「土木工事等

のための発掘通知」の手続きが必要

となり、手続き等に係る負担は SPC

とします。 

 

また、事業予定地から埋蔵文化財等

が発見された場合は、埋設物リスク

として市の負担とします。 

223 

要求水準

書 参考

資料８－

２ 

1  3    収蔵物 

既存図書館の貴重書庫（和書保管室）

の収蔵物 2,000 点について、目録デ

ータはありますでしょうか。 

既存図書館の貴重書庫の収蔵物につ

いては、和書・文書類ともに、システ

ム上へ登録しており、目録データと

しても有しています 

 

224 

要求水準

書 参考

資料８－

２ 

1  5    その他 

16ミリフィルム、ビデオテープ、カ

セットテープについて移転する資料

に含まれるでしょうか。また、移転

する場合はその取扱いについてお示

しください。 

移転する資料に含むものとし、SPCが

運搬するようお願いします。その収

蔵は博物館収蔵庫と一体で構いませ

ん。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

225 

要求水準

書 参考

資料 12ー

２ 

      構造条件 

公会堂の杭の配置が分かる図面はご

ざいますでしょうか。 

図面がありますので、参考資料 12-2

として公表します。 

226 審査基準 3 第 2 6    
加点項目審

査 

「提案内容に関する審査項目の得点

及び提案価格の得点がいずれも同点

の場合には、くじを引かせて最優秀

提案を選定する」とありますが、優

先交渉者等の選定は、審査結果を踏

まえて市が決定することから、審査

委員会でくじ引きをして最優秀提案

を選定する必要性がありますでしょ

うか。審査委員会ではくじ引きせず、

市がいずれかを決定すればよいので

はないでしょうか。 

ご意見として承ります。 

227 審査基準 5 第３     
(様式 4-3)提

案の概要書 

（様式 4-3)提案の概要書は評価の得

点に影響しないものと考えてよろし

いでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

228 審査基準 12 第 3 2 (3)  ① 
取組方針・

人員配置 

「官民が融合」と記載がございます

が、ここでの意味は「官民が連携」と

の理解でよろしいでしょうか。 

本事業では、官民が別々の主体とし

て協力するという意味での「連携」

を超えて、両者が部分的に重なり合

いながら、一体となって取り組んで

いくことを目指しています。そのニ

ュアンスを表現するために、「融合」

と記載していますが、「連携」と解し

ていただいても差し支えありませ

ん。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

229 

様式集及

び記載要

領

（Word） 

9 第２ 5    提出要領 

提案書の表紙および背表紙には、下

記を記載すればよろしいでしょう

か。 

①「提案書」 

②「受付番号」 

③「正本」もしくは「副本」 

④副本の上部右端には番号（1/15、

2/15…） 

その他、事業名の記載は必要ないで

しょうか。詳細をご教示ください。 

正本の表紙には「正本」と記載し、副

本の表紙には上部右端に１から 15

までの番号を記載してください。 

 

また、提案書の表紙及び裏表紙には

「提案書」及び受付番号を、建築計

画図面集の表紙及び裏表紙には「建

築計画図面集」及び受付番号を記載

してください。 

 

事業名の記載は必要ありません。 

230 

様式集及

び記載要

領

（Word） 

9 第２ 5    提出要領 

「提案書提出届等（様式第４-１-１

号から第４-１-４号）」は各 1部提出

となっていますが、当該様式は正本

ファイルのみに綴じればよろしいで

しょうか。また、その場合、副本ファ

イルには「価格提案書等（様式第４-

２-１号から第４-２-２号）」以降の

様式を綴じるとの理解でよろしでし

ょうか。詳細をご教示ください。 

提案書提出届等については、正本に

のみ綴じてください。 

 

また、価格提案書等についても、正

本のみに綴じることとします。 

 

様式集及び記載要領（WORD）を修正

しました。 

231 

様式集及

び記載要

領

（Word） 

9 第２ 5    提出要領 

提案書や図面を綴じるファイルにつ

いては、サイズ以外、特に指定はな

く、一般的な 2 穴のリングファイル

等でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

232 

様式集及

び記載要

領

（Word） 

8 第２ 4    書式等 

提案書における文字フォントの指定

はありますか（協調したい箇所等は

「ゴシック体」の使用、という表記

がありますが）。 

フォントの指定はありません。 

「ゴシック体の使用、太字、下線」

は、あくまでも例示であるものとご

認識ください。 



募集要項等に関する質問（参加資格関連以外に関する事項）に対する回答 

70 

 

No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

233 

様式集及

び記載要

領

（Word） 

      

（様式第４-

１-２号）提

案確認書 

様式 4-1-1～4-1-4 は 1 部提出する

とありますが、製本に添付すればよ

ろしいでしょうか。 

提案書提出届等については、正本に

のみ綴じてください。 

 

また、価格提案書等についても、正

本のみに綴じることとします。 

 

様式集及び記載要領（WORD）を修正

しました。 

234 

様式集及

び記載要

領

（Word） 

      

（様式第４-

１-３号）要

求水準に関

する誓約書 

担当者氏名とありますが、応募事業

者の連絡担当者の氏名のみを記載す

ればよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。提案書提出届

（様式第４-１-１号）に記載する担

当者氏名をご記入ください。 

235 

様式集及

び記載要

領

（Word） 

      

（様式第４-

２-１号）価

格提案書 

本書式右上に代表企業名および押印

箇所がございますが、副本提出時の

表記および押印はどのように対応す

ればよろしいでしょうか。 

副本の提出は不要です。様式集及び

記載要領（WORD）を修正しました。 

236 

様式集及

び記載要

領

（Word） 

 第 2 2    
企業名の記

載 

企業名について、連携先は企業名を

出していいが、建設の協力会社など

の企業名は提案書に記載できないと

いうことでしょうか。発注するかの

区分があいまいなため、コンソーシ

アム外の連携先・委託予定先につい

ては、企業名を記載してもよいこと

にしていただきたい。 

ご理解のとおりです。本事業に関し

て、業務を受託する可能性のある企

業等の名称は記載しないでくださ

い。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

237 

様式集及

び記載要

領

（Word） 

8 第 2 2    
企業名の記

載 

「応募時の提出書類のうち、企業名

は第 1 の 4 の(1)～(3)の正本のみに

記入し、副本には一切の企業～記載

～は行わないこと。」と記載があり、

これは様式第 4-1-1 号～4 号、様式

4-2-1～2号及び企画提案書の全様式

を指していると理解しています。そ

のため、副本を作成するにあたり様

式第 4-2-1 号の応募者名及び代表企

業名を記載する欄は空白にして提出

するものと理解してよろしいでしょ

うか。 

価格提案書（様式第４-２-１号）の

副本は提出不要とします。様式集及

び記載要領（WORD）を修正しました。 

238 

様式集及

び記載要

領

（Word） 

8 第 2 2    
企業名の記

載 

「副本には一切の企業(代表企業、構

成企業又は協力企業のほか、それら

企業から業務を受託する企業を含

む。）の名称及びこれらの企業を類推

できる記載～は行わないこと。」と記

載がありますが、ここで言う「業務

を受託する企業」に関心表明書取得

先企業や、業務の発注を「予定」して

いる企業は含まれないと理解してよ

ろしいでしょうか。 

含まれます。本事業に関して、業務

を受託する可能性のある企業等の名

称は記載しないでください。なお、

出資のみを行う企業については、記

載しても構いません。 

239 

様式集及

び記載要

領

（Word） 

8 第２ 2    
企業名の記

載 

「ただし、連携先等の業務を受託し

ない企業や団体の名称を記載する事

は可とする。」とありますが、本条件

に該当する企業等は具体的にどのよ

うな企業等を想定されているのでし

ょうか。 

例えば、本事業の実施に際して、SPC

が協力・連携する地域団体などを想

定しています。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

240 

様式集及

び記載要

領

（Word） 

9 第 2 5    提出要領 

「以下の様式を、番号の若い順に一

括して綴じ、」と記載があり、この対

象様式の中に「ア。様式第 4-1-1 号

から第 4-1-4号まで及び様式第 4-2-

1 号から第 4-2-2 号まで」が含まれ

ています。 

一方で、様式集及び記載要領(Word) 

3 頁 4.応募時の提出書類 において

は「(2)価格提案書等のア、イ、及び

(3)企画提案書のア～キは、それぞれ

正本 1部、副本 1部を用意すること。」

となっており、様式第 4-1-1 号～第

4-1-4 号までは正本及び副本に綴じ

る資料に含まれておりません。 

様式第 4-1-1 号～第 4-1-4 号までは

各 1 部を提出する点から、正本にの

み綴じるものと理解してよろしいで

しょうか。 

提案書提出届等については、正本に

のみ綴じてください。 

 

また、価格提案書等についても、正

本のみに綴じることとします。 

 

様式集及び記載要領（WORD）を修正

しました。 

241 

様式集及

び記載要

領

（Word） 

      
様式第 4-3

号 

本様式の最大頁数は任意と理解して

よろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

242 

様式集及

び記載要

領

（Word） 

8 第２ 4    書式等 

関心表明書等の提案内容の根拠を示

した資料の添付は、必要最低限度の

範囲で認めるとのことですが、関心

表明等の資料は、ページ９の５．提

出要領のイにある添付書類として添

付とすればよろしいでしょうか。ま

たは、提案書キ・提案の概要書の後

に添付でよろしいでしょうか。 

関心表明書等の提案内容の根拠を示

した資料は、(3)企画提案書のア～オ

の各関連様式の直後に添付してくだ

さい。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

243 

様式集及

び記載要

領

（Word） 

9 第２ 6    
提案内容の

電子データ 

電子データは、企業名の入った正本

のみをデータ化すればよろしいでし

ょうか。 

正本及び副本のデータを提出してく

ださい。 

244 

様式集及

び記載要

領

（Word） 

7 第１ 4 (3) キ  
提案の概要

書 

提案の概要書は企画提案書の各様式

（様式 A-１～様式 E-２）の全てにつ

いて箇条書きで記載し各様式 300 字

以内の字数制限がある、という理解

でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

245 

様式集及

び記載要

領

（Word） 

8 第 2 4    書式等 

「「通し番号/当該様式全体の総頁

数」を記入」と記載がございますが、

通し番号は様式ごと（様式 A、B、…）

の通し番号という認識でよろしいで

しょうか。（提案書全体の通し番号で

はないと理解しております） 

ご理解のとおりです。 

246 

様式集及

び記載要

領

（Word） 

98      
(様式 4-3)提

案の概要書 

(様式 4-3)提案の概要書について「ア 

全体計画に関する提案書 ③ 経営管

理」は対応様式 A-３-１～ 

A-３-７であり、７つの様式ですが、

それぞれ３００字の字数制限がある

と考えてよろしいでしょうか。 

加点項目審査の項目ごとに 300 字以

内に要約してください。 

 

様式集及び記載要領（WORD）を修正

しました。 

247 

様式集及

び記載要

領

（Word） 

98      
(様式 4-3)提

案の概要書 

(様式 4-3)提案の概要書について記

述や図版を含めることでページ数が

多くなることが想定されまうが、様

式としてページ数の規定はないと考

えてよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

248 

様式集及

び記載要

領

（Word） 

104      
(様式 4-3)提

案の概要書 

「エ 維持管理業務に関する提案書」

と「オ 付帯事業に関する提案書」が

同一ページにレイアウトされていま

すが、分けて記載してもよろしいで

しょうか。 

分けて記載して問題ありません。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

249 
様式集

（Excel） 
      

様式 4-2-2、

A-3-1〜7 

金額単位がシート毎に「千円」「円」

と異なっていますが、計算ミス防止

を含むシート間の整合性確保のた

め、どちらかの単位に統一して頂く

か、全てのシートを「円」単位とする

ことを許容ください。なお、A-3-7（利

用料金等収入の内訳書）及び B-7-2

（什器・備品）には金額単位の指定

がありません。 

「千円単位」のシート：A-3-1、A-3-

2、A-3-3、A-3-4 

「円単位」のシート：4-2-2、A-3-5、

A-3-6 

金額単位については、全様式におい

て「千円」ではなく、「円」としてく

ださい。 

 

様式集（EXCEL）を修正しました。 

250 
様式集

（Excel） 
          

様式 4-2-2

（提案価格

内訳書） 

契約印紙代、SPC会計事務委託費、SPC

監査報酬等の SPC 経費は SPC の運営

管理費（サービス対価 D）に積算する

費用であるとの理解でよろしいでし

ょうか？ 

当該理解が誤っている場合は、当該

SPC 経費を積算するサービス対価を

ご教示ください。 

ご理解のとおりです。 

251 
様式集

（Excel） 
          

様式 A-3-4

（施設整備

費の内訳

書） 

念のため確認させてください。 

「SPCの設立費」は施設整備費の内訳

費用であり、SPC 経費として SPC の

管理運営費用（サービス対価 D）の内

訳費用ではないとの整理でよろしい

でしょうか？ 

様式集（EXCEL）を修正し、「SPCの設

立費用」は削除しました。 

 

SPCの設立費は、SPCの運営管理業務

に係る費用（サービス対価 D）に含め

ることとし、施設整備費の内訳書（様

式 A-３-４）に記載しないものとし

ます。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

252 
様式集

（Excel） 
          

競争的対話

に関する質

問書 

（様式第３-３号）競争的対話に関す

る質問書には、【受付期間】令和 7年

12 月 23 日（火）～令和 8 年 1 月 23

日（金）17時（必着）となっていま

すが、募集要項の P21 では、第 1 回

目の競争的対話の質問受付が R8年 2

月 16日（月）～2月 20日（金）とな

っていますが、どちらが正しいでし

ょうか。 

競争的対話に関する質問書の期限に

ついては、募集要項の記載を正とし

ます。 

 

令和７年（2026年）１月 23日時点で

様式集（EXCEL）を修正し公表しまし

た。 

253 
様式集

（Excel） 
A-3-5         

運営・維持

管理費の内

訳書 

維持管理費の内、光熱水費の欄は募

集 要 項 P.28 に 記 載 の 年 額

27,200,000 円 ( 税 込 ) 、 総 額

408,000,000 円(税込)を記載すると

いう理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりですが、税抜で記載

をお願いします。 

 

様式集（EXCEL）の運営・維持管理費

の内訳書（様式第 A-３-５号）を修正

し加筆しました。 

254 
様式集

（Excel） 
          

様式 4－2－

２ 

様式 4-2-2 における光熱水費の記載

方法についてお伺いします。 仕様書

等では、光熱水費について「令和 12

～14年は実費精算、以降は協議によ

り新たに設定する」とされておりま

すが、様式 4-2-2 には「24,727,273

円/年（税抜き）として見込む」との

記載がございます。 令和 12 年度～

14年度は実費精算であり、令和 15年

度以降の金額は将来の実績に基づき

設定される性質のものであります

が、本様式への記載にあたっては、

比較評価の公平性を期すため、提案

内容に関わらず応募者一律でこの指

定金額を記載する、という理解でよ

ろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

255 
様式集

（Excel） 
            

様式 4－2－

２ 

上記質疑に付随して、令和 15年目以

降の光熱水費が確定した場合、その

金額に応じてサービス対価 C の契約

金額の変更が発生するという理解で

よろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

256 
様式集

（Excel） 
            

様式 4－2－

２ 

光熱水費が維持管理業務に含まれて

いますが、運営企業で負担する場合

は運営業務に係る費用に含めてもよ

ろしいでしょうか。 

光熱水費は維持管理費に含めてくだ

さい。 

257 
様式集

（Excel） 
            

（様式第 A-

３-５号）運

営・維持管

理費の内訳

書 

維持管理費の項目にある光熱水費

（事業期間合計）は、様式 4-2-2 に

記載の 370,909,091 円（税抜き）を

記載すればよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

258 
様式集

（Excel） 
            

（様式第 B-

７-２号） 

什器・備品

リスト 

合計欄が 1 ヶ所しかございません

が、SPCが整備する什器・備品と貴市

が整備する什器備品の合計金額を記

載すればよろしいでしょうか。 

市が調達する什器・備品の合計額を

ご記入ください。 

259 
様式集

（Excel） 
            

様式第 4-2-2

号 

「注 4 光熱水費を 24,727,273円/年

(税抜き)、27,200,000円(税込)とし

て見込むこと。」とあり、様式内には

すでに本費用が記入されています。 

そのため、様式第 A-3-5号 運営・維

持管理費の内訳書のうち、維持管理

費に計上する「光熱水費」について

は本様式と連動させた 1 年あたりの

金額及び事業期間合計の金額を記入

すると理解してよろしいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。 

 

運営・維持管理費の内訳書（様式第

A-３-５号）を修正しました。 

260 
様式集

（Excel） 
            

様式第 A-3-6

号 

本様式に記載する「利用料金(提案価

格)(円)」及び「年間収入(円)」につ

いては税込み金額を記載するものと

理解してよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

261 
様式集

（Excel） 
            

様式第 A-3-7

号 

本様式に記載する金額は円単位・税

込み金額と理解してよろしいでしょ

うか。 

ご理解のとおりです。 

262 
様式集

（Excel） 
            

様式第 B-7-2

号 

本様式に記載する「市が調達する什

器・備品」の「参考価格」については

円単位・税込み金額と理解してよろ

しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

263 
様式集

（Excel） 
            

様式第 B-7-2

号 

募集要項 28頁 6(5)上限価格におい

て施設整備業務に係る上限価格のう

ち、「利用者の便に供する～1.5億円

を超過した場合の SPC 負担分も含め

いないこと。」とあるため、利用者の

便に供する什器・備品については 1.5

億円の超過に関わらず「市が調達す

る什器・備品」として記載し、利用者

の便に供することのないその他の什

器・備品のみ「SPCが整備する什器・

備品」として記載するものと理解し

てよろしいでしょうか。 

什器・備品の調達・設置については、

原則 SPC が担う業務としておりま

す。利用者の便に供することのない

その他の什器・備品のみを SPC の負

担とするのではく、利用者の便に供

する机・椅子・ソファ（執務室は対象

外）も含めて原則 SPC が担う業務と

しております。したがって、基本的

には「SPCが整備する什器・備品」に

含める形で提案してください。 

 

ただし、利用者の便に供する机・椅

子・ソファ（執務室は対象外）の一部

は市が約 1.5 億円（税込）の範囲内

で調達し設置する予定です。したが

って、「市が調達する什器・備品」に

ついては、税込 1.5 億円に収まるよ

うに記載してください。 

 

なお、市が負担する約 1.5 億円を超

過した場合は、個数の調整や代替品

の可能性等について SPC と市が協議

し、約 1.5 億円以内に収めることを

原則とします。 

上記の協議による調整を行っても超

過し、かつ「利用者の便に供する什

器・備品」が必要な場合は、超過する

分の什器・備品を SPC の費用負担に

て調達・設置してください。ただし、

この超過分を予め想定し、提案価格

に含める必要はありません。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

264 

モニタリ

ング基本

方針 

12 第 5 2       

要求水準 未

達の場合の

措置 

「付帯事業は SPC の独立採算により

実施されるものであるため、その実

施内容については、原則として SPC

の意向・提案を尊重する」とありま

すので、事業期間中の計画の変更や

中止に関しては違約金等のペナルテ

ィはないという認識でよろしいでし

ょうか。 

ご理解のとおりです。ただし、カフ

ェの設置・運営業務は必須のため、

運営・維持管理期間を通じて実施し

てください。 

265 

モニタリ

ング基本

方針 

9 第３ 3 (3)     

減額ポイン

トを加算し

ない場合 

「市がやむを得ない事由と認めた等

の場合は、減額ポイントを加算しな

いことがある。」とありますが、貴市

と SPC が協議した結果決定されると

いう認識でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

266 
基本協定

書（案） 
5           

11条 違約

金等 

違約金等の発生は基本協定書の締結

以降という理解でよろしいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。 

267 
基本協定

書（案） 
9           

別紙２ 

出資者誓約

書の様式 

その他出資者とありますので、SPCか

ら業務を受託しない、コンソーシア

ム外の企業が出資しても問題ないと

いうことでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

268 
基本協定

書（案） 
6           第 14条 

第 14 条第 2 項の記載がございませ

んが、「第 3項」が第 2項、「第 4項」

が第 3 項と読み替えてよろしいでし

ょうか。 

ご指摘のとおり、第 14条について、

第３項を第２項に、第４項を第３項

に修正しました。 

269 
事業契約

書（案） 

頭書

2 
  2       事業期間 

「引渡予定日」は別紙 2の 72に規定

されており、別紙 2の 72と齟齬が発

生しないように、「本但書」か「別紙

2 の 72」のいずれかのみ残置して頂

きますようお願い致します。 

原案のとおりとします。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

270 
事業契約

書（案） 

頭書

3 
          議決日 

仮契約締結日には議決日が確定して

いないことから、「 年 月 日 議

決」は手書きで追記すると思われま

す。 

①調印済の契約書に手書きで追記す

ることは好ましくないこと 

②議決日は市議会ホームページで確

認できること 

から、「 年 月 日 議決」を削除

して頂きますようお願い致します。 

「年 月 日 議決」を削除しまし

た。 

271 
事業契約

書（案） 
全般           

章ごとの改

ページ 

契約書の条文間に空白行があること

は好ましくないこと及び紙面数を増

やさないエコの観点から、仮契約締

結時には改ページを削除して頂きま

すようお願い致します。 

ご意見として賜ります。 

272 
事業契約

書（案） 
5 2   9条     タイトル 

本条の記載内容を踏まえると、本条

タイトルに「・責任者」は不要かと思

われます。 

「・責任者」を削除します。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

273 
事業契約

書（案） 
5 2   9条     事業の概要 

本条には、2項に「引渡予定日」、3項

に「維持管理業務開始日」「運営業務

開始日」が規定されていますが、「事

業期間」「施設整備日程」「開館準備

業務開始日」も含めた一覧できる表

（末尾例示）を本条に規定して頂き

ますようお願い致します。 

なお、その際、要求水準書 P66・第三・

２・(7)・9)により「施設引渡後から

供用開始日までの維持管理業務」は

開館準備業務の一部である「事前維

持管理業務」と規定されているため、

供用開始日以降の「維持管理業務」

とは区別して上記表をご提示くださ

い。 

＜例示＞ 

（事業期間） 

本事業契約締結日－令和 27 年 3 月

31日 

（施設整備期間） 

本事業契約締結日－令和●年●月●

日（引渡予定日） 

（開館準備期間） 

令和 9 年 4 月 1 日－令和●年●月●

日（供用開始予定日前日） 

（維持管理・運営期間） 

令和●年●月●日（供用開始予定日）

－令和 27年 3月 31日 

原案のとおりとします。 

274 
事業契約

書（案） 
5 2   10 条 2項   契約の保証 

本項における「施設整備費」は消費

税抜き又は消費税込みのいずれであ

るかにつきご教示ください。 

消費税及び地方消費税を含みます。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

275 
事業契約

書（案） 
5 2   10 条 2項   契約の保証 

本項では「保証に係る契約保証金の

額、保証金額又は保険金額は、施設

整備費に相当する金額の 10 分の１

以上」である一方、本事業契約第 85

条第 2 項では違約金が「本件工事費

の合計額の 10分の１に相当する額」

であることから、保証の金額＞違約

金となります。 

（別紙 2No.82「本件工事費＝本施設

の建設工事費（消費税等を含む）」で

あり、第 85条第 2項の違約金の算式

には「設計業務の実施の対価」「SPC

の設立費」「その他施設整備業務に関

連して発生する費用」が含まれない

ため） 

他の多くの PFI事業と同様に、「保証

の金額＝違約金」として頂きますよ

うお願い致します。 

なお、「保証の金額≠違約金」のまま

とする場合には、その合理的な理由

につきご教示ください。 

保証の金額と違約金が同額となるよ

う、第 85 条第２項の違約金の額を

「施設整備費の合計額の 10 分の１

に相当する額」に修正しました。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

276 
事業契約

書（案） 
40 8 3 88 条 2項   

事業者の帰

責事由によ

る契約解除

の効力 

本項において事業者の帰責事由によ

る違約金は「残存期間合計の維持管

理・運営費の 10％」と規定されてい

ます。 

官民イコールフッティングの観点

で、本事業契約の第 89条（市の帰責

事由による契約解除の効力）におけ

る未払金のみ精算するとの規定との

平仄を取るため、他の多くの PFI 事

業で適用されている条件である「解

約事業年度の維持管理・運営費の

10％」として頂きますようお願い致

します。 

なお、現状の規定のままの場合、違

約金金額が過大であることから、本

事業への応札が難しくなる可能性が

あります。 

原案のとおりとします。 

277 
事業契約

書（案） 
52 別紙 2 82       本件工事費 

本施設の建設工事費とは、次のいず

れの定義でしょうかご教示くださ

い。 

A：建設業務のうちの「建設工事に係

る費用のみ」 

B：様式 1-3-4記載の「建設工事費、

什器備品費、システム整備費の合計」 

建設工事に係る費用です。 

278 
事業契約

書（案） 
52 別紙 2 84       本事業契約 

本項の日付「●年●月●日」は本事

業契約の締結日（議決日）との理解

でよろしいでしょうか？ 

当該理解が正しい場合、仮契約締結

時には議決日が確定していないこ

と、本項に日付が必要ではないと思

われることから、「●年●月●日に」

を削除して頂きますようお願い致し

ます。 

前段は、ご理解のとおりです。 

 

後段は、原案のとおりとします。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

279 
事業契約

書（案） 
56 別紙 4         

サービス対

価の算定及

び支払方法 

別紙 4 に規定されている前払いを含

むサービス対価全ての支払方法に

は、消費税及び地方消費税が含まれ

るとの理解でよろしいか、サービス

対価に係る消費税及び地方消費税の

支払方法をご記載ください。 

各サービス対価については消費税及

び地方消費税相当額が含まれます。 

なお、消費税の取扱いについては、

事業契約書（案）別紙４・１に「消費

税については、各サービス対価の支

払い時に合わせ、事業者に支払う。」

を加筆しました。 

280 
事業契約

書（案） 
56 別紙 4   1      

サービス対

価の構成 

様式 A-3-4（施設整備費の内訳書

_EXCEL）の費目として「SPC の設立

費」「その他施設整備業務に関連して

発生する費用」が規定されています

が、本項にその記載がありません。 

様式 A-3-4 との整合性を確保する形

に本項記載内容をご修正頂きますよ

うお願い致します。 

当該理解が誤っている場合は、当該

SPC 経費が構成要素となるサービス

対価をご教示ください。 

SPC 経費はサービス対価 D に含まれ

ますので、様式集（EXCEL）を修正し、

「SPCの設立費用」は削除しました。 

281 
事業契約

書（案） 
56 別紙 4   1      

サービス対

価の構成 

契約印紙代、SPC会計事務委託費、SPC

監査報酬等の SPC 経費は SPC の運営

管理費（サービス対価 D）を構成する

費用であるとの理解でよろしいでし

ょうか？ 

当該理解が誤っている場合は、当該

SPC 経費が構成要素となるサービス

対価をご教示ください。 

ご理解のとおりです。 

282 
事業契約

書（案） 
60 別紙 4 2 (3)     

サービス対

価Ｂ（開館

準備業務に

係る費用） 

施設引渡後から供用開始までの期間

にも光熱水費が発生することから、

別紙 4・2(4)サービス対価 C・Dと同

様に「事前維持管理業務費」の内訳

として「光熱水費について」を規定

頂きますようお願い致します。 

サービス対価 B（開館準備業務に係

る費用）のうち、複合施設等の引渡

しから供用開始日までに発生する光

熱水費については、実費精算としま

すので、事業契約書（案）別紙４につ

いてサービス対価 B における光熱水

費及びサービス対価 C,D における光

熱水費の内容を修正しました。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

283 
事業契約

書（案） 
61 別４ 2 (4)   ③ 

光熱水費に

ついて 

光熱水費について「事業者は提案時

に提出する運営・維持管理費の内訳

書において、令和 12 年度（2030 年

度）、令和 13年度（2031年度）、令和

14年度（2032年度）の当初３か年度

分の光熱水費の想定費用を参考値と

して記載すること。」とありますが、

募集要項 P28 では「提案価格の提案

にあたっては、光熱水費を年額

27,200,000 円（税込）、令和 12～27

年度の総額 408,000,000 円（税込）

として見込むこと」という記載があ

ります。 

これは、R12～14年度の光熱水費の想

定費用（参考値）を年 27百万円とし、

R12～27 年の総額を４０８百万円で

記載せよ、というご指示でしょうか。 

運営・維持管理費の内訳書（様式第

A-３-５号）における「光熱水費の参

考値」は、応募者が想定する光熱水

費をご記載ください。 

 

他方で、提案価格内訳書(様式第４-

２-２号)における「光熱水費」は、注

４及び募集要項 P28 を踏まえて記入

しています。 

284 
事業契約

書（案） 
61 別紙 4 2 (4)   ② 

光熱水費に

ついて 

令和 15 年度以降に設定される光熱

水費の固定単価について、設定後の

社会情勢の変遷により、当初の想定

を著しく超える急激なエネルギー価

格の高騰が発生した場合、通常の物

価変動によるスライドとは別に、別

途市と事業者の間で対価の個別協議

を行うことは可能でしょうか。 

改定に用いる指標が本事業の実態に

整合しなくなった場合、又はその他

必要が生じた場合には、その後の対

応方法について市と SPC が協議する

ものとします。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

285 
事業契約

書（案） 
64 別紙 4 3 (2)   ① 

光熱水費の

改定方法に

ついて 

光熱水費の改定指標および算定方法

について、以下のリスクへの配慮を

求めます。 

① 政府介入リスクの排除: 指標参

照日（毎年 9月 30日）に政府の激変

緩和措置（補助金等）が実施されて

いる場合、指数が一時的に抑制され、

実際の調達コストを反映しない「マ

イナスデフレーター」として働く懸

念があります。この影響を排除する

ため、参照指標を「特定日の指数」で

はなく「対象年度の年間平均指数」

とすることしていただけませんでし

ょうか。 

② 固定額設定時の基準: 令和 15年

度以降の固定額設定（対価 C）におい

て、参照期間（令和 12 年度〜14 年

度）に政府介入による一時的な価格

抑制があった場合、その影響を除外

して本来の市場価格ベースで単価設

定を行う、または介入終了時の再協

議条項を設けることは可能でしょう

か。 

詳細は、事業者選定後の協議に基づ

き市が決定します。 

286 
事業契約

書（案） 
64 別紙 4 3 (2)   ① 

改定の指標

について 

改定指標の「人件費相当分」の比率

（ウェイト）について、運営業務に

おける人件費率の実態に合わせて、

事業者からの提案に基づき決定でき

るという理解でよろしいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

287 
事業契約

書（案） 
64 別紙 4 3 (2)   ① 

改定の指標

について 

維持管理・運営費の改定指標につい

て、「事業者の提案を踏まえて変更可

能」との規定に基づき、人件費相当

分について「石川県地域別最低賃金」

の変動率を直接採用すること、ある

いは主たる指標として反映させるこ

とは可能でしょうか。 

市では具体的な想定はありません。

提案の中で合理的理由があると市が

判断した場合に改定指標として認め

る場合があります。 

288 
事業契約

書（案） 
64 別紙 4 3 (2)   ① 

改定の指標

について 

「本事業契約締結までの協議により

変更可能」との記述について、変更

を認める際の市の判断基準を教えて

ください。また、将来的な「最低賃金

1,500円」目標等の政策的要因による

大幅な引き上げがなされた場合、

1.5%の閾値に関わらず随時協議の対

象とすることは可能でしょうか。 

市では具体的な想定はありません。

協議の中で合理的理由があると市が

判断した場合に改定指標として認め

る場合があります。 

289 
事業契約

書（案） 
64 別紙 4 3 (2)   ② 

物価改定の

感度につい

て 

維持管理・運営費の改定条件である

「1.5%（絶対値）を超えた場合」につ

いて、昨今の急激かつ継続的なイン

フレ局面を鑑み、この閾値を撤廃

（0%）あるいは 1.0%以下へ引き下げ

ることは可能でしょうか。 

原案のとおりとします。 

290 
事業契約

書（案） 
64 別紙 4 3 (2)   ② 

物価改定の

感度につい

て 

毎年評価が行われる中で、1.5%に達

しない小幅な上昇が継続した場合、

事業者はそのコスト増を一切転嫁で

きず、15年間で累積される欠損額は

極めて多大になります。市として、

この累積リスクをどのように評価さ

れていますか。 

指標が 1.5％の範囲内で小幅に上昇

し続ける場合にはその範囲で事業者

リスクとなりますが、逆に 1.5％の範

囲内で下落する場合にはその範囲で

市のリスクとなるため、全体として

みれば適切にリスク分担されるもの

と考えます。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

291 
事業契約

書（案） 
64 別紙 4 3 (2)   ② 

物価改定の

感度につい

て 

毎年評価が行われる中で、1.5%に達

しない小幅な上昇が継続した場合、

事業者はそのコスト増を一切転嫁で

きず、15年間で累積される欠損額は

極めて多大になります。市として、

この累積リスクをどのように評価さ

れていますか。 

指標が 1.5％の範囲内で小幅に上昇

し続ける場合にはその範囲で事業者

リスクとなりますが、逆に 1.5％の範

囲内で下落する場合にはその範囲で

市のリスクとなるため、全体として

みれば適切にリスク分担されるもの

と考えます。 

292 
事業契約

書（案） 
64 別紙 4 3 (2)   ② 

物価改定の

感度につい

て 

物件費等と異なり、最低賃金の改定

（人件費）やエネルギー単価（光熱

水費）については、事業者の努力で

制御不能な外部要因であるため、こ

れらに限っては 1.5%の制限を設け

ず、毎年度の変動額を全額スライド

対象としていただきたく、ご検討く

ださい。 

改定に用いる指標が本事業の実態に

整合しなくなった場合、又はその他

必要が生じた場合には、その後の対

応方法について市と SPC が協議する

ものとします。 

293 
事業契約

書（案） 
64 別紙 4 3 (2) ①   

サービス対

価改定方法 

光熱水費は令和 14 年度までの 3 年

間の実績を基に設定することとなっ

ていますが、設定後に改定する指標

については「(市と事業者の協議によ

り定める)」とあります。また、P.63

には指標に関する協議について「協

議開始の日から 14 日以内に協議が

整わない場合には、市が対応方法を

定め、事業者に通知するものとし、

事業者はこれに従わなければならな

い」とあります。光熱水費は変動が

大きくなる可能性があり、この内容

だとリスク算定が困難になることか

ら、「光熱水費の単価変動に合わせて

改定」など改定指標を明示していた

だく又は全て実費精算とすることは

可能でしょうか。 

原案のとおりとします。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

294 
事業契約

書（案） 
56 別紙 4 2 (4) - ③ 

維持管理業

務 

令和 15 年度以降の光熱水費につい

て、「実績に基づき、市と事業者の協

議により金額及び支払方法について

定めて…新たに設定する」とありま

すが、この際に設定したサービス対

価 C の光熱水費についても、社会情

勢による単価上昇分は事業対価の改

定対象（スライド条項の適用）とし

て考慮されるという理解でよいでし

ょうか。明確な基準（指針となる価

格指数等）があれば教示ください。 

前段は、ご理解のとおりです。 

 

後段は、改定に用いる指標が本事業

の実態に整合しなくなった場合、又

はその他必要が生じた場合には、そ

の後の対応方法について市と SPC が

協議するものとします。 

295 
事業契約

書（案） 
64           

別紙４ サー

ビス対価の

算定及び支

払方法 

サービス対価 B、C、D について、近

年の同種施設での賃金実態値を鑑み

ると、「毎月勤労統計調査」を指標と

した p65 記載の算出方法では、実態

と乖離する恐れあります。p６３で

は、指標については協議により変更

可能とありますが、算出方法につい

ても同様と考えてもよろしいでしょ

うか。 

改定に用いる指標についてはご理解

のとおりです。算出方法については、

協議の中で合理的理由があると市が

判断した場合に認める場合がありま

す。 

296 
事業契約

書（案） 
6           第 9条 3項 

事業者は、本施設引渡日に維持管理

業務を～事業期間の終了まで行う。

と記載ありますが、募集要項 10頁に

は、運営・維持管理期間が令和 12年

10月 1日～と記載あります。 

施設の引渡日は、10月 1日というこ

とでしょうか。 

それとも施設整備が完了する令和 12

年 6 月 30 日が施設引渡日でしょう

か。 

この場合の維持管理開始は何年何月

何日から実施すればよいでしょう

か。 

施設の引渡日は令和 12 年６月 30 日

を基本としますが、提案により令和

12 年４月 30 日以降とすることも可

能です。 

 

運営業務及び維持管理業務は令和 12

年 10月１日から実施してください。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

297 
事業契約

書（案） 
32           第 74条 6項 

付帯事業により本施設の一部を占有

使用する場合について、「選定企業を

してこれら（使用許可申請や借地権

設定契約、および使用料等の支払い）

を行わせるものとする」とあります

が、以下の理解でよろしいでしょう

か。 

 

1.付帯事業に係る使用許可や定期借

地権設定契約は、市と選定企業との

間で直接締結し、使用料等の支払い

も選定企業から市へ直接支払うこと

が可能である。 

2.上記の場合、付帯事業に係る売上

等の収支についても選定企業に帰属

し、事業者（SPC）の収支として計上

する必要はない。 

その他付帯事業については、ご理解

のとおりです。 

 

ただし、カフェの設置・運営業務の

実施にあたっては、市は、行政財産

である建物の一部を SPC に直接貸付

けますので、売上は SPC の収入とし

て計上してください。 

 

また、自主事業は、指定管理者である

SPCが実施するものですので、売上は

SPCの収入として計上してください。 

 

第 74条を修正しました。 

298 
事業契約

書（案） 
38           第 85条 2項 

本件工事費の合計額の 10 分の１に

相当する額の違約金を、市から契約

解除の通知を受けた後速やかに市に

対して支払わなければならない。と

ありますが、この本体工事費とは、

サービス対価 A-2 の合計金額という

理解でよろしいでしょうか。 

サービス対価 A-2 のうち建設工事に

係る費用が該当します。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

299 
事業契約

書（案） 
40           第 88条 2項 

違約金の金額について、現在は「本

事業契約解除時から維持管理・運営

期間終了時までの維持管理・運営費

の合計額の 10分の 1」とされていま

すが、これを「単年度の維持管理・運

営費の 10分の 1」に変更をご検討い

ただくことは可能でしょうか。 

維持管理・運営業務は実質的に単年

度ごとの更新性を有するものであ

り、長期の残存期間全体を違約金の

算定基礎とすることは、事業者にと

って過大なリスク負担となります。

これが参加意欲の減退やリスクコス

トの上乗せにつながる懸念があるた

め、他の PFI 案件等の事例に倣い、

単年度分を基準とする形に見直しを

ご検討いただけますでしょうか。 

原案のとおりとします。 

300 
事業契約

書（案） 
40           第 88条 2項 

事業者は、前項の場合において、本

事業契約解除時から維持管理・運営

期間終了時までの期間に支払いを受

ける予定であった維持管理・運営費

の合計額の 10 分の１に相当する額

の違約金とありますが、この維持管

理・運営費とは、サービス対価 C の

合計額という理解でよろしいでしょ

うか。 

ご理解のとおりです。 

301 
事業契約

書（案） 
58   2 (1) ① （イ） 

別紙 4 サー

ビス対価の

算定及び支

払い方法 

事前調査業務及び設計業務に伴う各

種許認可申請等の手続き業務の費用

は、基本設計完了時に完了した分を

合わせて請求できるという理解でよ

ろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

302 
事業契約

書（案） 
60   2 (2) ① （イ） 出来高払い 

令和 12年度（2032年度）と記載あり

ますが、2030年度の誤りでしょうか。 

ご指摘のとおり、令和 12年（2030 年

度）に修正しました。 

303 
事業契約

書（案） 
60   2 (3) ①   支払い方法 

令和 12 年度分の開業準備費につい

ても同様に②の支払い手続きに準じ

て請求できるという理解でよろしい

でしょうか。 

ご理解のとおりです。 

304 
事業契約

書（案） 
61   2 (4) ①   

サービス対

価 C・Dの支

払い方法 

令和 9 年度から令和 11 年度までの

サービス対価 D は、各事業年度の金

額を、年 1回支払う。とありますが、

請求方法は②支払い手続きに記載の

方法と同様に、支払い対象期間終了

後にモニタリングを実施し、事業者

から請求するという理解でよろしい

でしょうか。 

ご理解のとおりです。 

305 
事業契約

書（案） 
61   2 (4) ①   

サービス対

価 C・Dの支

払い方法 

令和 9 年度から令和 11 年度までの

サービス対価 D は、各事業年度の金

額を、年 1回支払う。とありますが、

統括業務等の開始は契約開始時の

2026 年 10 月 1 日からと理解してい

ます。この場合、26 年 10 月～27 年

3月分（令和 8年度分）の費用は令和

9 年度にまとめて請求するという理

解でよろしいでしょうか。 

または、令和 8 年度末に請求するこ

とは可能でしょうか？ 

ご理解のとおりです。 



募集要項等に関する質問（参加資格関連以外に関する事項）に対する回答 

93 

 

No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

306 
事業契約

書（案） 
61   2 (4) ①   

サービス対

価 C・Dの支

払い方法 

建設期間中の SPC の運営管理業務費

は年度毎（令和 9年度～12年度）に

各 1回請求し、引渡日以降（2030年

7 月～）は四半期ごとにモニタリン

グを実施し、サービス対価 D が支払

われるという理解でよろしいでしょ

うか。 

令和９年度から令和 11年度までは、

各事業年度の金額を、年１回支払い

ます。令和 12年度以降は四半期ごと

にモニタリングを実施したうえで支

払います。 

307 
事業契約

書（案） 
61   2 (4) ①   

サービス対

価 C・Dの支

払い方法 

維持管理・運営費（サービス対価 C）

は、引渡日以降（2030年 10月～）に

四半期ごとにモニタリングを実施

し、支払われるという理解でよろし

いでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

308 
事業契約

書（案） 
62       ② ア 改定方法 

サービス対価 A-1 に関しても物価変

動による改定をしていただけないで

しょうか。 

原案のとおりとします。 

309 
事業契約

書（案） 
64   3 (2) ①   

改定に用い

る指標 

物価変動に伴う対価の改定範囲につ

いて、いずれかの指標が 1.5％以上変

動した場合、全体の金額ではなく、

当該指標に紐づく区分（B・C・Dのい

ずれか）の対価のみが増減される、

という理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。改定は、サー

ビス対価に応じた費目ごとに算定し

ます。 

310 
事業契約

書（案） 
64       ② イ 改定方法 

市又は事業者は、前回改定時の指標

に対して、最新の指標が 1.5％以上変

動した場合に、サービス対価Ｂ、Ｃ

の改定を請求することができる。と

ありますが、サービス対価 D も同様

でしょうか。 

ご指摘のとおり、サービス対価 D に

ついても改定対象としていますの

で、改定方法にサービス対価 D を追

加します。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

311 
事業契約

書（案） 
66             

【別紙 5】不可抗力に地盤沈下も含

まれますか。建物設置予定箇所は調

査しますが、事業予定地の建物設置

予定箇所以外の敷地の地盤沈下が発

生した場合の費用負担についての市

の考え方をお教えください。 

地盤沈下については、その原因や予

見可能性、結果回避可能性を踏まえ

て個別的に不可抗力の該当性が判断

されることになります。 

 

費用負担については、個別具体的な

状況に応じて、不可抗力規定や、第

39 条等の規定に基づき決定されま

す。 

312 
事業契約

書（案） 
10 第２ 16条 

4項 

5項 
    

選定企業の

使用、責任

者の配置等 

各業務の委託又は請負契約の締結に

あたり、事前に契約内容について市

の承諾を得ることになっており、ま

た、市が契約内容を是正を求めるこ

とになっていますが、市が想定する

事業者側のリスク分担の考え方と事

業者が想定しているリスク分担の考

え方が異なる可能性があります。本

項の意図を教えてください。 

第 16条第４項及び第５項は、各業務

の委託に関して、基本協定、事業契

約、募集要項等で定められている基

本的事項や提案内容が遵守されてい

るかを市において確認できるように

するための規定であり、SPC・選定企

業間の細かいリスク分担等まで確認

することを意図したものではありま

せん。 

313 
事業契約

書（案） 
10 第２ 16条 

4項 

5項 
    

選定企業の

使用、責任

者の配置等 

各業務の委託又は請負契約の締結に

あたり、事前に契約内容について市

の承諾を得ることになっています

が、仮に市の承諾が得られない又は

市の是正内容を事業者側で受け入れ

られない場合は、市の帰責として事

業者の損害等を負担していただける

のでしょうか。 

第 16条第４項及び第５項は、基本協

定、事業契約、募集要項等で定めら

れている基本的事項や提案書が遵守

されているかを市において確認でき

るようにするための規定であり、市

の承諾が得られない場合は、上記規

定に違反しているということになり

ます。そのため、市が損害を負担す

ることは想定されません。 

314 
事業契約

書（案） 
14 第２ 27条       

関連業務等

の調整 

現時点で、予定されている第三者の

工事等があれば教えてください。 

整備予定地に存在する樹木や工作物

などの移転及び撤去等を行う予定と

しています。また、芦城公園の再整

備による公園内のリニューアル工事

の計画なども予定しています。時期

について、必要に応じて公表します。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

315 
事業契約

書（案） 
16 第２ 33条 1項     

第三者に生

じた損害 

「通常避けることのできない」事象

による第三者の損害は、事業者で負

担は困難です。事業者が善管注意義

務を欠いていないにも関わらず、避

けることのできない事象による第三

者の損害については、市にて負担し

ていただけないでしょうか。 

工事の施工上通常避けることのでき

ない騒音、振動、地盤沈下、地下水の

断絶等による第三者に損害を与えた

場合においても、事業者の負担と考

えます。 

316 
事業契約

書（案） 
18 第２ 

１８

条 
２項     

各業務にお

ける第三者

の使用等 

本項について、建設業務においては、

建設企業から発注する一次業者が該

当となり、二次・三次業者は対象外

との認識でよろしいでしょうか。 

第 18 条第２項に定める通知義務等

の対象となるのは、事業者と直接契

約関係のある業者となりますので、

それ以降の二次・三次業者は対象と

はなりません。 

317 
事業契約

書（案） 
20 第 3 41条 

3項 

(4

項) 

    近隣対策 

第 3項 4行目に記載のある「4」とは

誤記であり、第 41条は 1項～4項で

構成されていると理解してよろしい

でしょうか。 

ご指摘のとおり、該当箇所を修正し

ました。 

318 
事業契約

書（案） 
20 第 3 41条 

4項 

(5

項) 

    近隣対策 

「前項以外の近隣住民等の要望活動

又は訴訟に起因して増加費用が生じ

る場合は、事業者が負担する。」とあ

りますが、事業者が負担するものは

「事業者に責があるもの」に限ると

理解してよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

319 
事業契約

書（案） 
22 第 3 47条 1項     

建設業務の

実施 

「本施設の所有権が事業者に原始的

に帰属する旨の特約を付す」と記載

がありますが、事業者に所有権を帰

属させてしまうと不動産取得税が課

税される可能性があります。したが

って、「市に原始的に帰属する」こと

に変更できないでしょうか。 

原案のとおりとします。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

320 
事業契約

書（案） 
29 第 5 63条 3項     

指定管理者

による管理

等 

市の責めに帰すべき事由により、事

業者が指定管理者に指定されない場

合は、事業者が維持管理・運営業務

の準備に関して支出した費用を市が

負担していただけるとの理解でよろ

しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

321 
事業契約

書（案） 
34 第 7 80条 5項     

開館準備費

及び維持管

理・運営費

の支払 

「開館準備費及び維持管理・運営費

の減額及び違約金の請求」とありま

すが、違約金の算定方法について、

明確に示されていないように見受け

られます。算定方法をご教示くださ

い。 

第 80 条第５項の場合に違約金を課

す想定がないため、「及び違約金の請

求」は削除します。 

322 
事業契約

書（案） 
38 第 8 85条 2項     

事業者の帰

責事由によ

る契約解除

の効力 

違約金として「本件工事費の合計額

10分の１」と記載がありますが、第

10条（契約の保証）では保証金額が

「施設整備費の 10分の１」と記載が

あり、齟齬が生じていますので、ど

ちらかに統一していただけないでし

ょうか。 

ご指摘のとおり、第 85条について、

「本件工事費の合計額の 10分の１」

を「施設整備費の合計額の 10 分の

１」に修正しました。 

323 
事業契約

書（案） 
39 第 8 86条 2項     

市の任意又

は帰責事由

による契約

解除の効力 

「市が定めた期日（ただし、令和●

年●月●日を超えない。）」と記載が

ありますが「●」について明記いた

だけないでしょうか。（第 87 条、別

紙４についても同様） 

原案のとおりとします。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

324 
事業契約

書（案） 
40 第 8 8８条 2項     

事業者の帰

責事由によ

る契約解除

の効力 

違約金として「本事業契約解除時か

ら維持管理・運営期間終了時までの

期間に支払いを受ける予定であった

維持管理・運営費の合計額の 10分の

１」とありますが、解除が供用開始

初期の場合、違約金が高額となり事

業者として負担が大きく感じます。

違約金は、多くのＰＦＩ事業と同様

に、解除の当該年度に支払う維持管

理・運営費の 10分の１に変更はでき

ないでしょうか。 

原案のとおりとします。 

325 
事業契約

書（案） 
68 別紙 4 3 (1) ②   改定方法 

サービス対価 A-2 の改定方法とし

て、全体スライド、単品スライド、イ

ンフレスライドの３つの方法の記載

があります。これらの運用方法は、

落札後、協議によって運用していく

ものと思慮しますが、現時点での想

定があれば教えてください。 

基本的にはご理解のとおりです。市

では具体的な想定はありませんが、

国土交通省の運用マニュアル（令和

４年９月改定、賃金等の変動に対す

る工事請負契約書第 26条第６項（イ

ンフレスライド条項）運用マニュア

ル）に準じます。 

326 
事業契約

書（案） 
21 第３章 

第２

節 

第４

３条 
    

事前調査業

務 

事業者は、第１項の規定に従って調

査を行った結果、新たな事情が判明

した場合には、その対策費を負担す

るとありますが、仮に支持層が想定

より深い位置にあった場合でも、追

加費用は事業者負担となりますでし

ょうか。 

ご理解のとおりです。 

327 
事業契約

書（案） 
6 第 2   

第 10

条 
2    契約の保証 

保証金額は「施設整備費に相当する

金額の 10分の 1以上」と記載がござ

いますが、施設整備費には消費税等

を含むとの理解でよろしいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

328 
事業契約

書（案） 
7 第２   

第 12

条 
3    

事業者の責

任 

第 12条第 3項に「本事業契約に別途

規定されている場合を除き、市の本

事業に関する確認若しくは立会又は

事業者から市に対する報告、通知若

しくは説明を理由として、事業者は

いかなる本事業契約上における事業

者の責任をも免れず、当該確認若し

くは立会又は報告、通知若しくは説

明を理由として、市は何ら責任を負

担しない。」とありますが、下線部分

については、「市の本事業に関する確

認若しくは立会又は事業者から市に

対する報告、通知若しくは説明した

事項について、その内容が直接の原

因となって発生した結果責任の帰属

については、市及び事業者は個別に

協議の上整理できる」ものとして頂

きたく、条文のご検討をお願いいた

します。 

原案のとおりとします。 

329 
事業契約

書（案） 
14 第２   

第２

６条 
3    

保険の付保

等 

「…保険に関する証券及び保険約款

（特約がある場合には、当該特約に

関する書類を含む。）又はこれらに代

わるものを、それらの保険契約締結

後直ちに市に提示し、・・・」となっ

ていますが、保険証券の発行には保

険契約締結後一定の期間を要するこ

とから、保険会社発行の「付保証明

書」を保険契約締結後直ちにご提出

し、保険証券は発行され次第速やか

に写しをご提出することでよろしい

でしょうか。 

ご理解のとおりです。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

330 
事業契約

書（案） 
15 第２   

第 30

条 
3    

要求水準の

変更 

「前二項における市と事業者との間

における協議が 14 日以内に調わな

い場合は、市が合理的な変更内容を

定め、事業者に通知するものとし、

事業者はこれに従わなければならな

い。」とありますが、下線部分につい

ては、「市は、事業者の意見を十分に

踏まえた上で、合理的な変更内容を

定め、これを事業者に通知する」も

のとして頂きたく、条文の検討をお

願いいたします。 

原案のとおりとします。 

331 
事業契約

書（案） 
16 第 2   

第 33

条 
1    

第三者に生

じた損害 

「・・・通常避けることのできない騒

音、振動、地盤沈下、地下水の断絶」

は、民間側でのリスクコントロール

が困難故、公共工事標準約款でも公

共側でのリスク負担となっており、

当該リスクについては、公共サイド

での負担をご検討をお願いします。 

工事の施工上通常避けることのでき

ない騒音、振動、地盤沈下、地下水の

断絶等による第三者に損害を与えた

場合においても、SPCの負担と考えま

す。 

332 
事業契約

書（案） 
16 第 2   

第 33

条 
1    

第三者に生

じた損害 

本事業の実施に関して第三者に及ぼ

した損害のうち、工事の施工に伴い

通常避けることができないものにつ

いては、市の負担としていただけな

いでしょうか。 

工事の施工上通常避けることのでき

ない騒音、振動、地盤沈下、地下水の

断絶等による第三者に損害を与えた

場合においても、SPCの負担と考えま

す。 

333 
事業契約

書（案） 
20 第３ 1 

第 41

条 
5    近隣対策 

第 5 項は誤植で第 4 項であるとの理

解でよろしいでしょうか。 

ご指摘のとおり、該当箇所を修正し

ました。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

334 
事業契約

書（案） 
38 第 8 2 

第 85

条 
2    

事業者の帰

責事由によ

る契約解除

の効力 

違約金は、建設工事費の 1/10となっ

ておりますが、第 10条の契約保証は

施設整備費の 1/10 となっておりま

す。契約保証の金額は、解除による

違約金によって、契約保証の額も第

85 条の違約金額（＝建設工事費の

1/10）に修正いただくようお願いい

たします。 

ご指摘のとおり、第 85条について、

「本件工事費の合計額の 10分の１」

を「施設整備費の合計額の 10 分の

１」に修正しました。 

335 
事業契約

書（案） 
38 第 8 2 

第 85

条 
2    

事業者の帰

責事由によ

る契約解除

の効力 

事業契約の締結後において、本事業

の募集手続に関し、基本協定第 5 条

第 3 項各号のいずれかの事由が生じ

ていたことが判明したことにより事

業契約が解除される場合、基本協定

第11条に定める違約金と事業契約第

85条に定める違約金のいずれを支払

うことになるかご教示ください。 

事業契約の締結後に該当するので、

事業契約第 85 条に定める違約金を

お支払いいただきます。 

336 
事業契約

書（案） 
54 別紙３         

事業者が付

す保険 

別紙３で定められている事業者が付

す保険において特に規定されていな

い補償内容・条件や、別紙３で定め

られていない事業者が提案する保険

においての補償内容・条件は事業者

の提案に任せていただけるという理

解でよろしいでしょうか。 

基本的にご理解のとおりですが、業

務を行う上で想定される損害を填補

するために適切な保険を付保してく

ださい。 

337 
事業契約

書（案） 
54 別紙３ 1 1  (3)   

建設業務に

係る保険 

-建設工事保

険 

建設工事保険の免責金額のご指定が

ありませんが、事業者等の提案に任

せていただけるという理解でよろし

いでしょうか。 

基本的にご理解のとおりですが、業

務を行う上で想定される損害を填補

するために適切な保険を付保してく

ださい。 

338 
事業契約

書（案） 
54 別紙３ 1 2  (3)   

建設業務に

係る保険 

-請負業者賠

償責任保険 

請負業者賠償責任保険の免責金額の

ご指定がありませんが、事業者等の

提案に任せていただけるという理解

でよろしいでしょうか。 

基本的にご理解のとおりですが、業

務を行う上で想定される損害を填補

するために適切な保険を付保してく

ださい。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

339 
事業契約

書（案） 
55 別紙３ 2 1  (3)   

維持管理・

運営業務に

係る保険 

-施設賠償責

任保険 

施設賠償責任保険の免責金額のご指

定がありませんが、事業者等の提案

に任せていただけるという理解でよ

ろしいでしょうか。 

基本的にご理解のとおりですが、業

務を行う上で想定される損害を填補

するために適切な保険を付保してく

ださい。 

340 
事業契約

書（案） 
55 別紙３ 2 2  (3)   

維持管理・

運営業務に

係る保険 

-請負業者賠

償責任保険 

請負業者賠償責任保険の免責金額の

ご指定がありませんが、事業者等の

提案に任せていただけるという理解

でよろしいでしょうか。 

基本的にご理解のとおりですが、業

務を行う上で想定される損害を填補

するために適切な保険を付保してく

ださい。 

341 
事業契約

書（案） 
59 別紙 4 2 (2) ① （ア） 

別紙 4 サー

ビス対価の

算定及び支

払方法 

-サービス対

価Ａ－２

（建設業務

に係る費

用） 

「事業者は、前払い要項の定めると

ころにより、保証契約を締結し、」と

記載がございますが、建設業務を行

う建設企業が保証契約を締結しても

よろしいでしょうか。 

最終的に市が保証を受けられる形に

なっていれば、保証事業会社と建設

業務を行う建設企業が保証契約を締

結する形でも問題ありません。 

342 
事業契約

書（案） 
59 別紙 4 2 (2) ① （ア） 

別紙 4 サー

ビス対価の

算定及び支

払方法 

-サービス対

価Ａ－２

（建設業務

に係る費

用） 

「令和●年度（●年度）は前払金の

支払いを行わない。」と記載がござい

ますが、これは事業契約締結年度の

令和 8年度（2026年度）との理解で

よろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

343 
事業契約

書（案） 
61 別紙 4 2 (4) ①   

別紙 4 サー

ビス対価の

算定及び支

払方法 

-サービス対

価Ｃ、D（維

持管理・運

営業務、Ｓ

ＰＣの運営

管理業務に

係る費用） 

サービス対価 C 及び D は、各回同額

にする必要はないとの理解でよろし

いでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

344 
事業契約

書（案） 
63 別紙 4 3 (2)     

物価変動に

伴うサービ

ス対価の改

定 

サービス対価 C の物価改定につい

て、市から支払われるサービス対価

に改定率（指数の変動率）を乗する

ことになっておりますが、サービス

対価 C は実際の運営業務費から料金

収入を控除したものであるため、す

べての費用に物価変動が反映されな

くなります。つきましては、料金収

入控除前の運営業務費用に改定率を

乗することすることは可能でしょう

か。 

原案のとおりとしますが、改定に用

いる指標が本事業の実態に整合しな

くなった場合、又はその他必要が生

じた場合には、その後の対応方法に

ついて市と SPC が協議するものとし

ます。 

345 
事業契約

書（案） 

６

２，

６３ 

別紙４ 3 
(1), 

(2) 
①   

物価変動に

伴うサービ

ス対価の改

定 

サービス対価 A-2、B、C、Dの物価変

動に伴う改定について、改定に用い

る指標が「事業者の提案を踏まえて、

本事業契約締結までに市との協議に

より変更することも可能」と記載が

ございますが、協議の具体的なプロ

セスや、変更の可否を判断する基準

についてお示し頂けますでしょう

か。 

市では具体的な想定はありません

が、改定に用いる指標が本事業の実

態に整合しなくなった場合、又はそ

の他必要が生じた場合には、その後

の対応方法について市と SPC が協議

するものとします。 

 

また、協議の中で合理的理由がある

と市が判断した場合に改定指標とし

て認める場合があります。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

346 
事業契約

書（案） 
67 別紙５ 3 (1) ①   

設計業務及

び建設業務

に関する損

害分担 

「・・・損害額（事業者が不可抗力に

より保険金を受領した場合の当該保

険金額を除く。）」と記載がございま

すが、ここでいう「当該保険金額」と

は「受領した保険金の額」という意

味で保険契約上の保険金額（一般的

に補償上限額）ではないという理解

でよいでしょうか。念のためご教示

ください。 

ご理解のとおりです。 

347 
事業契約

書（案） 
67 別紙５ 3 (1) ①   

設計業務及

び建設業務

に関する損

害分担 

「・・・損害額（事業者が不可抗力に

より保険金を受領した場合の当該保

険金額を除く。）」と記載がございま

すが、保険金を事業者負担である増

加費用及び損害額の 1%に充当でき

ず、増加費用および損害額が保険金

を上回る場合は、1％までは常に事業

者負担が発生するように読め、そう

だとすると事業者が保険料を負担し

て保険を付保する意味合い、メリッ

トが極めて限られるように読めます

ので、保険金を事業者負担に充当で

きるようご検討をお願いしたく存じ

ます。 

不可抗力発生時において、事業者の

損害拡大防止に向けたインセンティ

ブを確保しつつ、損害を官民で適切

に分担するという観点から、原案の

とおりとします。 

348 
事業契約

書（案） 
67 別紙５ 3 (2) ①   

維持管理・

運営業務の

損害分担 

「・・・損害額（事業者が不可抗力に

より保険金を受領した場合の当該保

険金額を除く。）」と記載がございま

すが、ここでいう「当該保険金額」と

は「受領した保険金の額」という意

味で保険契約上の保険金額（一般的

に補償上限額）ではないという理解

でよいでしょうか。念のためご教示

ください。 

ご理解のとおりです。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

349 
事業契約

書（案） 
67 別紙５ 3 (2) ①   

維持管理・

運営業務の

損害分担 

「・・・損害額（事業者が不可抗力に

より保険金を受領した場合の当該保

険金額を除く。）」と記載がございま

すが、保険金を事業者負担である増

加費用及び損害額の 1%に充当でき

ず、増加費用および損害額が保険金

を上回る場合は、1％までは常に事業

者負担が発生するように読め、そう

だとすると事業者が保険料を負担し

て保険を付保する意味合い、メリッ

トが極めて限られるように読めます

ので、保険金を事業者負担に充当で

きるようご検討をお願いしたく存じ

ます。 

不可抗力発生時において、事業者の

損害拡大防止に向けたインセンティ

ブを確保しつつ、損害を官民で適切

に分担するという観点から、原案の

とおりとします。 

350 
事業契約

書（案） 
61 別紙 4 2 (4) ①   

別紙 4 サー

ビス対価の

算定及び支

払方法 

-サービス対

価Ｃ、D（維

持管理・運

営業務、Ｓ

ＰＣの運営

管理業務に

係る費用） 

サービス対価 C 及び D は、各回同額

にする必要はないとの理解でよろし

いでしょうか。 

ご理解のとおりです。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

351 
事業契約

書（案） 
63 別紙 4 3 (2)     

物価変動に

伴うサービ

ス対価の改

定 

サービス対価 C の物価改定につい

て、市から支払われるサービス対価

に改定率（指数の変動率）を乗する

ことになっておりますが、サービス

対価 C は実際の運営業務費から料金

収入を控除したものであるため、す

べての費用に物価変動が反映されな

くなります。つきましては、料金収

入控除前の運営業務費用に改定率を

乗することすることは可能でしょう

か。 

原案のとおりとします。 

352 
事業契約

書（案） 

６

２，

６３ 

別紙４ 3 
(1),(

2) 
①   

物価変動に

伴うサービ

ス対価の改

定 

サービス対価 A-2、B、C、Dの物価変

動に伴う改定について、改定に用い

る指標が「事業者の提案を踏まえて、

本事業契約締結までに市との協議に

より変更することも可能」と記載が

ございますが、協議の具体的なプロ

セスや、変更の可否を判断する基準

についてお示し頂けますでしょう

か。 

市では具体的な想定はありません

が、改定に用いる指標が本事業の実

態に整合しなくなった場合、又はそ

の他必要が生じた場合には、その後

の対応方法について市と SPC が協議

するものとします。 

 

また、協議の中で合理的理由がある

と市が判断した場合に改定指標とし

て認める場合があります。 

353 
事業契約

書（案） 
67 別紙５ 3 (1) ①   

設計業務及

び建設業務

に関する損

害分担 

「・・・損害額（事業者が不可抗力に

より保険金を受領した場合の当該保

険金額を除く。）」と記載がございま

すが、ここでいう「当該保険金額」と

は「受領した保険金の額」という意

味で保険契約上の保険金額（一般的

に補償上限額）ではないという理解

でよいでしょうか。念のためご教示

ください。 

ご理解のとおりです。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

354 
事業契約

書（案） 
67 別紙５ 3 (1) ①   

設計業務及

び建設業務

に関する損

害分担 

「・・・損害額（事業者が不可抗力に

より保険金を受領した場合の当該保

険金額を除く。）」と記載がございま

すが、保険金を事業者負担である増

加費用及び損害額の 1%に充当でき

ず、増加費用および損害額が保険金

を上回る場合は、1％までは常に事業

者負担が発生するように読め、そう

だとすると事業者が保険料を負担し

て保険を付保する意味合い、メリッ

トが極めて限られるように読めます

ので、保険金を事業者負担に充当で

きるようご検討をお願いしたく存じ

ます。 

不可抗力発生時において、事業者の

損害拡大防止に向けたインセンティ

ブを確保しつつ、損害を官民で適切

に分担するという観点から、原案の

とおりとします。 

355 
事業契約

書（案） 
67 別紙５ 3 (2) ①   

維持管理・

運営業務の

損害分担 

「・・・損害額（事業者が不可抗力に

より保険金を受領した場合の当該保

険金額を除く。）」と記載がございま

すが、ここでいう「当該保険金額」と

は「受領した保険金の額」という意

味で保険契約上の保険金額（一般的

に補償上限額）ではないという理解

でよいでしょうか。念のためご教示

ください。 

ご理解のとおりです。 
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No 資料名 

該当箇所 

質問 回答 
頁 章 節 

項 

大 中 小 名 

356 
事業契約

書（案） 
67 別紙５ 3 (2) ①   

維持管理・

運営業務の

損害分担 

「・・・損害額（事業者が不可抗力に

より保険金を受領した場合の当該保

険金額を除く。）」と記載がございま

すが、保険金を事業者負担である増

加費用及び損害額の 1%に充当でき

ず、増加費用および損害額が保険金

を上回る場合は、1％までは常に事業

者負担が発生するように読め、そう

だとすると事業者が保険料を負担し

て保険を付保する意味合い、メリッ

トが極めて限られるように読めます

ので、保険金を事業者負担に充当で

きるようご検討をお願いしたく存じ

ます。 

不可抗力発生時において、事業者の

損害拡大防止に向けたインセンティ

ブを確保しつつ、損害を官民で適切

に分担するという観点から、原案の

とおりとします。 

357 その他             
質疑回答の

追加 

実施要項等では質疑回答が 1 回のみ

の設定となっておりますが、別途実

施される 2 回の対話の前後等におい

て、改めて質疑回答の機会を追加し

ていただくことは可能でしょうか。 

追加することは予定しておりませ

ん。競争的対話をご活用ください。 

 


